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令和４年第３回 城市議会定例会会議録（第３日目）

１．開会及び散会 令和４年９月７日 午前１０時００分 開会

午後 ４時４７分 散会

２．場 所 城市役所 議会議場

３．出席議員15名 １番 西 川 善 浩 ２番 横 井 晶 行

３番 柴 田 三 乃 ４番 坂 本 剛 司

５番 杉 本 訓 規 ６番 梨 本 洪 珪

９番 松 林 謙 司 10番 谷 原 一 安

11番 川 村 優 子 12番 増 田 順 弘

13番 西 井 覚 14番 藤井本 浩

15番 下 村 正 樹

欠席議員０名

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名

市 長 阿 古 和 彦 副 市 長 溝 尾 彰 人

教 育 長 椿 本 剛 也 企 画 部 長 高 垣 倫 浩

総 務 部 長 東 錦 也 総務部理事兼都市整備部理事 安 川 博 敏

財 務 部 長 米 田 匡 勝 市民生活部長 前 村 芳 安

市民生活部理事 林 本 裕 明 産業観光部長 早 田 幸 介

保健福祉部長 森 井 敏 英 こども未来創造部長 井 上 理 恵

教 育 部 長 西 川 育 子 教 育 部 理 事 板 橋 行 則

上下水道部長 井 邑 陽 一 会 計 管 理 者 吉 井 忠

５．職務のため出席した者の職氏名

事 務 局 長 岩 永 睦 治 書 記 新 澤 明 子

書 記 神 橋 秀 幸 書 記 福 原 有 美

６．会議録署名議員 ４番 坂 本 剛 司 ５番 杉 本 訓 規

７．議事日程

日程第１ 一般質問
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開 会 午前１０時００分

川村議長 ただいまの出席議員は15名で、定足数に達しておりますので、これより令和４年第３回

城市議会定例会第３日目の会議を開きます。

本日、議会だより用に議場内の写真撮影を行いますので、ご承知おきください。

城市議会では、会議室内における新型コロナウイルス感染対策を行っております。また、

会議出席者のタブレット端末などの情報通信機器の使用を認めておりますので、ご承知おき

願います。

これより本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。

日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。

初めに、２番、横井晶行議員の発言を許します。一問一答方式で行われます。

２番、横井晶行議員。

横井議員 皆さん、おはようございます。朝から、ちょっと胃にくることかもわかりませんが、頑張

りますので、よろしくお願いします。

では、これより議長のお許しをいただきましたので、質問席のほうに移動して発表します。

頑張ります。

川村議長 ２番、横井晶行議員。

横井議員 ２番の横井です。

皆さん、水道代が値上がりする、市民の皆様の間で依然ささやかれているのです。そのこ

とは、前回、６月議会の状況下と全く同じ現状でございます。県域水道一体化に参加する、

参加しない、この議論で、もう後戻りができない重大なる決断の時期も迫っているのが事実

でございます。皆さん、私はあえてこの時期、重大だからこそ、あえてしつこく県域水道一

体化の現状、その２を一般質問を行う次第でございます。皆さん、そのことは、こうして議

会の場をお借りして、市民の皆様の 城市を知る権利を行使するものでございます。

さて、その前に、前回の一般質問の要約を先に述べておきます。前回６月、県域水道一体

化概要の現状を専門用語を入れず、分かりやすく、議会で、映像配信、広報での公式な説明

を求めた次第でございます。

質問として、まず、県域水道一体化とは何か、基本的なところから入りました。答えは、

奈良県では水道一体化を推進し、奈良県と関係市町村などを統合し、令和７年度から県域水

道企業団として事業開始を予定しているということでございました。つまり、水道事業は、

従来どおり市営事業でいくか、それとも県営事業に入るか、二者択一を今年度中に迫られて

いるものでございます。私の質問として、現状での市水、自己水ですね。自己水と県水の割

合はという質問をしました。答えは、県水受水量は約２割から３割であるということです。

大事なポイントです、これが。

さらに、私の質問としては、県域水道一体化に参入した場合の利点です。利点になります。

利点の１番、水質の安定・安定供給化です。２番、災害時の即時対応化、３番目、水道施設

の計画的更新化になります。４番目になります。施設の効率的維持管理化です。今、利点を
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述べました。当然欠点があります。県域水道一体化に参入した場合の欠点です。欠点の１番

目、水道料金の統合効果が見られない。大事なポイントです。２番目、市内の水源を水道水

として使用できなくなる、これも大事なポイントです。次、３番目入ります。緊急時、地理

的に、即対応時間が遅れる懸念があるということです。つまり、６月、この時点、このよう

に一長一短があり、今後、県域水道一体化調査特別委員会にて、その議論を一層深める必要

性があると強調したものでございます。

さて、この６月の一般質問以降に、県域水道一体化調査特別委員会協議会も行われ、その

結果の是非を踏まえて、５Ｗ１Ｈ、いつ、どこで、誰が、何をどのようにしたか、プラスア

ルファ、専門用語を使わない。ゆっくり丁寧に、私、横井に語るのではなく、市民の皆さん

に直接語るような感じで、令和４年９月７日、今日現在の現状の説明をお願いいたします。

川村議長 井邑上下水道部長。

井邑上下水道部長 おはようございます。上下水道部、井邑でございます。どうぞよろしくお願い申

し上げます。

まず、奈良県広域水道企業団設立準備協議会におけます会議の開催状況につきましてです

が、本年６月６日に開催されました関係団体の首長を委員として組織する協議会以降は、主

に部長級で組織する幹事会、課長級で組織する全体作業部会は一度も開催されてございませ

ん。専門分野ごとに具体的な調査、検討、素案の作成などを行う担当者レベルでの専門部会

は、次のように開催されております。６月27日に第８回システム共同化部会が開催され、ネ

ットワークの環境とシステムインフラの検討がされました。７月21日に第６回業務共同化部

会が開催され、水道メーターの検針サイクルの統一について検討されました。７月25日に第

９回システム共同化部会が開催され、料金調定システム構築仕様に関する情報提供がござい

ました。８月19日に第10回システム共同化部会が開催され、企業団財務会計仕様と機能要件

大項目比較について検討されました。８月31日に第９回財政運営部会が開催され、料金体系

と基本方針のたたき台について協議されました。

次に、本市に設置していただいている県域水道一体化調査特別委員会につきましてですが、

６月23日に委員会が開催され、上下水道部より、第３回奈良県広域水道企業団設立準備協議

会の資料、今後のスケジュール、水道事業認可変更業務の説明を行い、協議願いました。ま

た、 城市区長会会長から、 城市長宛てに提出されました県域水道一体化に関する陳情書

の報告をいたしました。直近では、８月23日に協議会が開催され、当初、県営御所浄水場な

どの視察を予定しておりましたが、コロナ感染拡大により調整ができませんでしたので、御

所浄水場のパンフレットなどを配布いたしました。また、区長会会長より提出された陳情書

の取扱いについて報告し、認可変更業務の説明を行い、協議願いました。さらに、各委員よ

り、一体化への参加、不参加を判断するための論点や疑問点などをご提示いただき、次の委

員会で上下水道部より説明し、協議をお願いすることとなってございます。

川村議長 横井議員。

横井議員 皆さん、さらに、確認の意味で、とても大事なことを追加で質問します。 城市として、

水道施設台帳の整備はされてますか。いかがでしょうか。
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川村議長 井邑上下水道部長。

井邑上下水道部長 ご答弁申し上げます。水道施設台帳とは、水道施設の維持管理及び計画的な更新

など、適切な資産管理が行えるよう、水道事業者が作成保管するもので、言わば水道施設の

カルテと言えるものです。水道施設台帳は、図面及び調書として整備されます。本市におけ

ます整備状況ですが、まず、管路図面につきましては、マッピングシステムにより整備して

おります。このシステムは、合併時に両町独自の運用であったものを平成24年度に統合し、

運用を開始しているものでございます。施設平面図につきましては、紙ベースにより整備し

ています。調書につきましては、管路、施設ともエクセルで整備しています。この調書及び

図面の記載事項に変更があったときは、速やかにこれを訂正しなければならないとされてお

りまして、本市におきましては毎年度更新しております。

以上でございます。

川村議長 横井議員。

横井議員 皆さん、今、ただいま、この発表が 城市としての公式見解であり、公式発表でもあるの

です。皆さん、やはりとても大事なことは、あえて市民の皆さんにこうして知っていただき

たかったのです。私は、市民の皆さんとともに市民第一の 城市を目指し、皆様のとても大

切な声を、必ずや声を声にいたし、皆様からのご要望にこれからもお応えしていく次第でご

ざいます。どうもありがとうございました。

川村議長 横井晶行議員の発言を終結いたします。

次に、10番、谷原一安議員の発言を許します。一問一答方式で行われます。

10番、谷原一安議員。

谷原議員 皆さん、おはようございます。日本共産党の谷原一安です。ただいま議長の許可を得まし

たので、一般質問に立たせていただきます。今回、３点質問がございます。

１つは、下水道およびし尿処理について質問してまいります。先ほど横井議員のほうから、

城市民にとって、直面する大きな問題として、水道事業、県域水道一体化の問題がござい

ます。実は、この問題に関わって、奈良市がどうなるかということが、今、注目されている

わけですけれども、第三者委員会をつくって、８月末までに奈良市が公開で議論をしており

ます。配付資料も、その発言の要点筆記も全て奈良市のホームページで公開されております

けれども、それを見ますと、下水道料金についても、実は、焦点を当てて話していることが

ございまして、これまで 城市の県域水道一体化議論の中で、この問題について全く考えて

もなかったものですから、本日は確認のために 城市の下水道事業、特に下水道料金につい

て伺いたいと思っております。

２つ目ですけれども、通学路の安全確保および高齢者等の用水路転落防止策について伺い

ます。これも１度、これまで一般質問したところであります。その後の進捗状況や問題点に

ついて質問したいと考えております。

３つ目は、道の駅かつらぎ建設事業に伴う裁判の終結によって、一応今、 城市が提起し

た３つの裁判、和解等を通じて終結いたしておりますし、相手方が反訴として訴えた件も大

体終息してきておりますので、道の駅かつらぎ建設事業に係る訴訟、この終結において、総
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括、このことについてお伺いしたいと思っております。

以上、３点お伺いいたします。

これよりの発言は質問席にて行います。よろしくお願いします。

川村議長 10番、谷原一安議員。

谷原議員 それでは質問させていただきます。

まず 城市の下水道事業に関わってお伺いいたしますけれども、 城市の下水道料金、こ

れは市民の方からどのようにして徴収されているのでしょうか。下水道料金として徴収され

ているのか、または上下水道合わせた料金として徴収しているのか、このことについてお伺

いいたします。

川村議長 井邑上下水道部長。

井邑上下水道部長 上下水道部、井邑でございます。よろしくお願い申し上げます。

ご答弁申し上げます。下水道使用料は、本市水道事業に委託し、水道料金とともに徴収を

お願いしています。ですので、徴収方法は水道料金と同じく、口座振替、納入通知書での振

込、集金などとなります。また、下水道の使用水量及び使用料金につきましては、水道メー

ター検針時にお渡しする水道使用量のお知らせに水道と下水道とに区分して記載をさせてい

ただいております。

以上でございます。

川村議長 谷原議員。

谷原議員 ありがとうございます。上下水道料金を一括して口座引き落としなどしているということ

でございます。我が家の通帳を見ましても、２か月に１度水道料金として引き落とされてい

ますけれども、そこには下水道料金も合わせた料金として引き落とされていると。したがい

まして、 城市民の方が、近隣都市から 城市内に転入してこられて、 城市は大変水道が、

料金が安いというのは、言ってみれば上下水道料金合わせたものとして捉えておられるとい

うことがよく分かります。そこでお伺いしたいんですけれども、 城市の水道料金、これは

奈良県域の28市町村の中で最も安い水道料金であるという、これはよく知られたことなんで

すけれども、下水道料金はどうなっているのか、これは他市の比較のためになりますので、

ひと月20立方メートル使用する場合の 城市の下水道料金は、奈良県の12市、 城市を含む

12市の比較において、どのような水準になっていますでしょうか、お伺いいたします。

川村議長 井邑上下水道部長。

井邑上下水道部長 ご答弁申し上げます。本市は累進使用量制を採用しておりますので、使用量の増

加に応じて使用料単価が高くなる使用料体系となってございます。１立方メートル当たり使

用料金の税込み金額は、１立方メートルから300立方メートルまでが88円、301立方メートル

から750立方メートルまでが176円、751立方メートル以上が242円となってございます。一般

的なご家庭で、１か月20立方メートルをご使用になられた場合の下水道使用料は、税込みで

1,760円となります。これは、県内12市の中では一番安い金額となっておりまして、一番高

い市では3,080円、また、 城市を除く県内11市の平均におきましては、2,647円となってご

ざいます。
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以上でございます。

川村議長 谷原議員。

谷原議員 下水道料金も県内で一番安いということになっているということでありました。そこで伺

います。これは上下水道料金として徴収されているわけであります。そこで、先ほどあった、

ひと月20立方メートルで、大体比較されているようですので、このひと月20立方メートルの

上下水道料金として、奈良県内12市における料金はどうなっているんでしょうか。また、

城市はどの位置にあるか、これについてお伺いいたします。

川村議長 井邑上下水道部長。

井邑上下水道部長 ご答弁申し上げます。上下水道料金につきましても、一般的なご家庭における料

金は、県内12市では一番安い金額となっておりまして、１か月20立方メートルご使用で税込

み4,060円となります。一番高い市では7,194円、 城市を除く県内11市の平均は6,604円と

なってございます。

以上でございます。

川村議長 谷原議員。

谷原議員 上下水道料金も当然、最も安くなるということであります。私も、これは奈良市のほうが

そういうデータを出しましたので拝見いたしましても、最も高いのは宇陀市です、12市の中

で。7,139円となっておりましたから、 城市の4,060円というのは半額近いんです。 城市

に次いで安いのが五條市となっていました。その五條市が5,962円ですから、最も安い 城

市は２番目に安い五條市と比べても、約2,000円近く、３分の２の上下水道料金となってい

るわけです。私は、これは大変なことを見過ごしていたと思いました。実は先ほど紹介しま

した奈良市でどういう議論が行われているかといいますと、奈良市は学識経験者と市民代表、

議会代表、そして市長や担当の企業局長が参加して、奈良市県域水道一体化取組事業懇談会

というものを８月まで５回開催して、先ほど言いましたように、全てこれを公開しておりま

す。私も一度傍聴に参りました。そこで第３回目の懇談会で配付された資料の中に、先ほど

から質問しております県内の上下水道料金、これを比較したものを出しております。これは

ホームページにもいまだに掲載されておりますから、皆さんもぜひご覧になっていただけた

らと思うんですけれども、その中で見ますと、これは大淀町と 城市は、これは27の市町村

の統合において、セグメント会計ということで別になっていますから、この奈良市の資料の

中にはその比較は入っておりません。25市町村の比較の中で、奈良市は上下水道料金が下か

ら６番目に安い。そういう位置づけになっております。水道料金は県内３番目に安いんです

が、下水道料金が高いために、上下水道料金になると、県内で６番目に安い。ところが、県

域水道一体化になりますと、この25の市町村は統一料金になります。それで、上下水道料金

を出しているわけです、奈良市は。そうすると、奈良市は県内で２番目に高い上下水道料金

になるんです。しかも、現行では最も高い高取町が、水道料金を統一すると、最も上下水道

料金が安くなるという大変な逆転現象が起こるわけです。それで、奈良市はこれを問題にし

て、奈良市にとって統合に参加するのはメリットがないと、だから、県に対しても、奈良市

はセグメント会計にしてくれという要望を出しているわけです。つまり、この下水道料金も
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併せて、県水道一体化について、奈良市は、突っ込んで議論をしております。当初奈良市は

覚書の段階で、上水道だけでなくて下水道も一体化してくれという要望を出しておりました。

しかし、それは、期限の問題もあって上水道だけの議論に今、なっているわけですけれども、

これについては奈良市も一貫して、このことを主張しておりますから、 城市にとってもこ

れは、今後の議論の推移をしっかりと見ておかなければならないと私は考えております。

ちょっと話が横道にそれましたけれども、質問を続けます。 城市の下水道料金、これは

どのように決めておられるのか、このことについて伺います。水道料金は給水原価と供給単

価を見て決めておりますけれども、下水道料金をどのように決定されているのか、このこと

について伺います。

川村議長 井邑上下水道部長。

井邑上下水道部長 ご答弁申し上げます。合併いたしまして、 城市となった以降におきましては、

消費税率改正に合わせた改定のみで、使用料金値上げの改定は一度も行ってきておりません。

下水道使用料の設定は、公正妥当なものでなければならず、かつ、能率的な経営の下におけ

る適正な原価を基礎とし、下水道事業の健全な運営を確保することができるものでなければ

ならないとされております。使用料改定を行う場合は、最終的に条例改正が必要となります。

城市下水道条例第25条におきまして、使用料の徴収の規定がございます。その部分の改正

が必要となってございます。

使用料改定までの一般的な手順を申し上げますと、まず、財政計画を策定し、使用料改定

案を策定します。その内容は、財務、経営分析、排水需要の予測、財政シミュレーション、

使用料の改定率の設定、使用料体系の設定、料金表の確定となります。また、そのプロセス

におきましては、第三者を交えた会議に諮り、議会に説明し決定していくのが通例でござい

ます。そして条例改正案を上程し可決をいただく、同時に、市民への周知を図った上で使用

料改定の実施となります。

以上でございます。

川村議長 谷原議員。

谷原議員 財政計画を立てて財務経営分析を行い、将来のシミュレーションもしながら、経営が健全

かつ適正に行われるような形で料金を設定すると。その決定に当たっては先ほどありました

ように、第三者の意見も聞きながら議会で議決していくということでありました。ただし、

本定例会の初日に代表監査委員から指摘がありましたように、下水道会計には 城市の一般

会計からかなり多額の繰出金、一般会計からいうと繰出金を入れております。上水道につい

ては、これはもう全くの独立採算になって、一般会計からは出ておりませんけれども、この

点について、経営の問題について指摘をされておりましたけれども、いずれにしても、 城

市におきましては、市民の福祉向上のために、下水道料金も大変低く抑える経営をこれまで

やってこられております。私は、こうした 城市の下水道事業が、引き続き 城市の事業と

して安定的に推移することを願っております。この点については、確認ということですので、

ここまでに質問をとどめさせていただきます。

では、次の質問に移ります。下水道事業は、いわゆるトイレの水洗化ということで、分か
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りやすく言うと、市民にとってはそういう事業になるわけですけれども、 城市の下水道普

及率は県内でも高い普及率ですし、さらには水洗化率も高いものとなっております。しかし

ながら、いまだに汲取りをしている家庭もありますし、それから浄化槽を使用して、そこか

ら出る汚泥の問題もあります。この汲取汚泥については、過去には瀬戸内海に投棄しており

ましたけれども、これは法律で禁止されるところとなって、これについては、海洋投棄は禁

止されておるわけですけれども、そこで伺いますけれども、この 城市のし尿及び浄化槽汚

泥の処理、これはどのようになっているでしょうか。

川村議長 前村市民生活部長。

前村市民生活部長 市民生活部の前村でございます。よろしくお願いいたします。

ご答弁申し上げます。大和高田・御所・香芝・ 城の４市と、上牧・王寺・河合・広陵の

４町により、し尿及び浄化槽汚泥を共同して処理する目的で設立されております奈良県 城

地区清掃事務組合が、平成15年４月から御所市で稼働、運営しているアクアセンターに搬入

処理しております。

川村議長 谷原議員。

谷原議員 ありがとうございます。４市４町共同事業として、御所市におきまして、アクアセンター

で処理をしているということでありました。共同事業でありますから、この４市４町がそれ

ぞれ分担金を出して、そして、奈良県 城地区清掃事務組合の一般会計として事業を行って

いるわけですけれども、令和２年度の 城市一般会計決算において、この奈良県 城地区清

掃事務組合に支払っている分担金、これは幾ら支出していますでしょうか。

川村議長 前村市民生活部長。

前村市民生活部長 ご答弁申し上げます。奈良県 城地区清掃事務組合分担金は、同組合規約に定め

る次の経費について、規約に定める負担割合により算出するものとされておりまして、令和

２年度は、清掃事務組合運営経費が541万6,152円、し尿運搬経費799万3,651円、施設維持管

理経費2,886万8,484円、し尿処理施設等補修費基金積立金547万2,367円、そして、施設整備

関係経費2,800万9,210円の合計7,575万9,864円でございました。

川村議長 谷原議員。

谷原議員 ありがとうございます。今、分担金の内訳とともに紹介していただきました。その内訳の

中に、施設の補修のための積立基金というものがありまして、500万円余り、その分担金の

中にそれが入っているということでありました。全体では7,500万円余りの分担金を奈良県

城地区清掃事務組合に支払っているということであります。

さて、一般会計の予算及び決算は、事務組合の組合議会で審議、議決、承認されているの

でありますけれども、執行部は、４市４町の中の首長において、この管理者が選任されてい

るわけであります。阿古市長も、副管理者として、本年度は執行部の中におられるわけです

けれども、一方、組合のほうはどうなっているかと申しますと、この 城市議会からは議長

と、それから厚生文教常任委員会の正副委員長、３名がこの組合議会の議員として出ており

ます。４市４町、ほかの市町村からも、議会代表として一定の定数でこの議会を構成してい

るわけであります。
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さて、私は厚生文教常任委員会の副委員長になりましたので、なってから、前回及び、そ

れから８月に、この奈良県 城地区清掃事務組合の議会に出席いたしました。そこの議論の

中で、この分担金に関わる、つまり、 城市にとっては一般会計から支出することになる、

この分担金に関わることについて、この奈良県 城地区清掃事務組合の執行部の側から、提

案がされておりました。まだこれは議案ではないんです。提案として皆さんの意見を聞くと

いうことで審議があったわけですけれども、それはどういう提案かということであります。

これはちょっと 城市の一般会計に関わってくることになると思いますので、質問したいと

思うんですけれども、今、処理施設として先ほどありましたアクアセンターという本体があ

ります。ところが、このアクアセンターを御所市に誘致するに当たって、やっぱり地元の方

にとっては大変な施設でありますから、地元還元施設を造るということで、皆様ご存じのと

おり、かもきみの湯、それからごろごろ広場、あるいは地域の方には水道がまだ設置されて

ない地域がありましたので、そこの水道を設置するなど、幾つかの条件をつけて、このアク

アセンターが御所市に建設されたわけであります。その施設の補修のために、積立基金をつ

くって、当初は毎年３億円、現在は毎年１億円積み立てているわけです。４市４町の分担金

の中から毎年積立金をしている。先ほどありました、 城市は500万円余り、分担金の中の

500万円余り、積立金を積み立てて、アクアセンターと、それからかもきみの湯、ごろごろ

広場などの還元施設についての補修をそこの基金から出すということで、当初30億円をめど

に積み立ててきたと。その期限が来たんですけれども、実はもう既にその30億円の中から、

23億円使っておりまして、つまり、かもきみの湯の補修とか、ごろごろ広場の補修、遊具も

１億円をかけて改修しているわけです。１億円の遊具ですから、昨日も柴田議員のおっしゃ

ったように、 城市からも遊びに行きたいほどの遊具があるんです。そうやって還元施設に

多額に補修も含めて費用を払っておりますので、そのために今、７億円しかないと。今後ア

クアセンター本体の補修が発生してまいります。だいぶもう年月がたってきておりますから。

そうすると、そのお金をどう捻出するかという議論になってくるわけです。この先日出てき

ました案では、これまでの、要は施設の補修の積立基金、これはアクアセンターと、還元施

設に出す目的であったけれども、今後、この基金の支出は、還元施設のみの補修等に使うと。

じゃあ本体のアクアセンターはどうするんだと。それは一般会計から支出してもらうとなっ

ているんです。ところが一般会計からそんな支出するような余裕はありません。そのために

基金を積み立ててきているわけですから。ですから、今後もしそういうことがあれば、 城

市の分担金が、負担が大きくなるのではないかと私は考えました。そのときの、管理者は御

所市長でありますから、御所市長のほうから、実は、ごろごろ広場、御所市の観光施設とし

て充実させたいと。だからバーベキューサイトなども作って観光客を呼び入れたい。つきま

しては、そのお金も、できたら、この奈良県 城地区事務清掃組合から出してもらえないで

しょうかというふうなことをおっしゃったものですから、私はそこで意見を言いまして、ち

ょっとそれは違うんじゃないですかと。本来、御所市の事業としてやるものを、どこまで、

じゃあ還元施設として今後、見ていくことになるのか。これまではどうだったのか。こうい

うことをきちっと総括していただきたいというふうに意見を申し上げたわけであります。私
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は、今後、これがテーブルにのっていますから、４市４町の構成する議会で話をされます。

城市議会では議論できません、決めるのは４市４町で決めるわけですから。その決まった

ことを 城市は受けるということになってしまいます。しかし、私は議会代表として、議会

から充て職で行くわけですけれども、そこで、４市４町の組合議会の中で、責任を持って議

決するという、そこまで私、付託されているのかなと、個人的には責任を痛感するわけです。

ですから、今後、この問題、やはり、 城市議会だけでなく 城市と一体になって、 城市

としての方針を明確にした上でこの組合議会に当たっていくということが、私は必要なんじ

ゃないかなと考えております。そこで、まず、管理者になっておられる阿古市長にお尋ねし

たいんですけれども、この基金の使途目的を変更する、そうしたことが議論のたたき台とし

て、今、執行部から出てきたわけですけれども、 城市長としてのご認識はどうなのか、お

伺いしたいと思います。

川村議長 阿古市長。

阿古市長 令和５年度以降のし尿処理施設等補修費基金についての案につきまして、４市４町の首長

会議で検討の案が、過日組合議会で紹介されたものでございます。本市議会からも組合議会

にご出席いただいておりますので、ご協議をよろしくお願いしたいと存じ上げております。

川村議長 谷原議員。

谷原議員 今のお立場は、要は４市４町で構成される、首長によって構成されるいわゆる事務組合の

執行部としての見解なんですよね。私が申し上げているのは、 城市長については、御所市

長もそうなんですけども、この 城市民の利益を守るべき市長の立場と、言ってみれば４市

４町のこうした中で運営していかなければならない立場と、２面があるわけですよね。だか

ら今のようなご答弁なったんだろうと思いますけれども、私はぜひ、今後とも、厚生文教常

任委員会等におきましても、この分担金の在り方、このし尿処理の在り方、これについては、

今後議論していくべきだと考えておりますので、どうかよろしくお願いしたいと思います。

以上をもちまして、この件についての質問は終わります。

続きまして、通学路の安全確保および高齢者等の水路転落防止についてお伺いいたします。

用水路の転落事故によって救急車を呼ばなければならない、大けがをされる方がおられると

いうことで、過去に一般質問いたしました。そこで質問いたしますけれども、この１年間の、

城市内の用水路、側溝への転落事故によって、救急車が呼ばれて救急搬送した件数、これ

について伺います。

川村議長 安川都市整備部理事。

安川総務部理事兼都市整備部理事 都市整備部、安川です。よろしくお願いします。

救急搬送の数ということでございます。令和３年９月から令和４年８月の１年間で、９件

ございます。

以上です。

川村議長 谷原議員。

谷原議員 ありがとうございます。これはもうほんま、救急搬送されたということですから、搬送さ

れない転落事故などもたくさんあるわけですけれども、しかし、けがをされての搬送になり
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ますので、大変なことだと思います。この点について、過去、質問しまして、 城消防署と

連携を取って、定期的に、その件数を把握して、繰り返しそうした事故が起こるところにつ

いては、ガードパイプの設置など安全対策を取ってほしいということで、その旨、努めてお

られると聞いておりますけれども、先ほどおっしゃった、あるいは昨年１年間でいいですけ

れども、ガードパイプ等を設置して対策を取った件数は、幾つあるでしょうか。

川村議長 安川都市整備部理事。

安川総務部理事兼都市整備部理事 都市整備部、安川です。

直近１年間についてなんですけど、水路転落事故の現場での対策箇所はございません。た

だ令和３年度としましては、市内８か所を設置しておりまして、事故に係る分は１か所とな

っております。

川村議長 谷原議員。

谷原議員 ありがとうございます。転落箇所についての対策、直近１年間にはないけれども、令和３

年度には８か所ということでございました。さて、用水路にガードパイプなどを設置する場

合には、地元大字の区長及び水利関係者と調整する必要がございます。これについて、調整

は一体どこがやっておられるのか、これについて、調整主体がどこがやっておられるか、こ

の点についてお伺いしたいと思います。

川村議長 安川都市整備部理事。

安川総務部理事兼都市整備部理事 都市整備部、安川です。

地元水利組合等々の調整ということでございます。防護柵の工事を施工する際には、建設

課から、土地改良区、水利組合、地元大字等に説明させていただいております。

川村議長 谷原議員。

谷原議員 ありがとうございます。用水路に設置する場合は、例えば露払いなどの泥上げが、ガード

レールとかガードパイプを設置すると、しにくいとか、あるいは田畑のトラクターの取り回

しのときに困るとか等がありまして、やはりそこはちゃんと調整しなければならないという

ことで、建設課が行っておられるということでありました。ところが、これはちょっと耳の

痛い話なのかと思いますけれども、今年の５月に、区長に相談せずにガードパイプを建設課

が設置したと。その後、農業者や近隣住民からクレームが出てきたので、一旦設置したガー

ドパイプを撤去したということがございました。その旨、市民の方から、私のところへ連絡

があったんです。私は、それで区長の方にお伺いしたら、いや、そういう設置について相談

はなかったと。だからこういうことになったんだという説明があったんです。なぜそのよう

なことが起きたか、調査しておられますでしょうか。

川村議長 安川都市整備部理事。

安川総務部理事兼都市整備部理事 都市整備部、安川です。

ご質問の防護柵設置の件につきましては、確認させていただきます。

以上です。

川村議長 谷原議員。

谷原議員 ぜひ確認して、ご報告もいただきたいと思うんですけれども。私は議員になって以来、内
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部統制の確立ということを事あるごとに申し上げてまいりました。内部統制というのは、職

員を統制するということではなくて、これは地方自治法が改正されましたけれども、その改

正の中で、地方がこれから人口減少になると。行政の効率化を図るとともに不正をなくして

いくと。そのために、行政上の問題が起こることについて、起これば、ちゃんと調査して再

発防止、ルール化をして、そのルール、手順を踏んで、効率的、適正に業務を進めていく。

これが内部統制という考え方なんです。それを強化していきましょうと、これが改正自治法

の趣旨だったわけであります。中核市や政令指定都市は義務化されておりますけれども、

城市のような小さい都市は、これは努力義務であって、なかなか私は進んでないということ

を思うわけでありますけれども。先ほど、ガードパイプの設置、これ、なかなか進まないの

はやっぱり地元の調整なんです。調整せずに勝手につけたらこんなことまで起きるわけです

から、これをきちっとルール化して、手順化して、こういう間違いが起きないようにしてほ

しいとは思うわけですけれども。これについては、ぜひ調査結果についても改めて報告して

いただきたいと思います。質問を元に戻します。

次に、通学路の安全確保についてどのように取り組んでおられるか伺います。

川村議長 板橋教育部理事。

板橋教育部理事 教育部の板橋です。よろしくお願いいたします。

毎年７月頃に、各校のＰＴＡから学校を通じまして、教育委員会に問題箇所、要望箇所を

上げていただいております。その後、高田警察署、奈良国道事務所、奈良県高田土木事務所、

城市の建設課、生活安全課、学校教育課、教育総務課、各学校の代表者を構成メンバーと

いたします通学路安全合同会議を開催いたしまして、対策につきまして、各関係機関の調整

を行います。また、会議では、過去に指摘された箇所につきまして、対策が完了しているか

につきましても協議いたします。10月頃には、２回目の通学路安全合同会議を開催いたしま

して、各関係機関から、対策実施の可否や対策時期、対策方法などにつきまして、報告を受

け、問題箇所、要望箇所の安全対策を実施いただいております。

以上です。

川村議長 谷原議員。

谷原議員 ありがとうございます。昨年度、そうやって改善要望として上がってきた箇所で、実際に

改善した箇所は何か所ございますでしょうか。

川村議長 安川都市整備部理事。

安川総務部理事兼都市整備部理事 都市整備部、安川です。

点検箇所と上がっている分の実績数についてということでございます。平成元年度に水路

転落危険箇所として改善要望が上がっているのは５件、対策実績数は３件でした。令和２年

度は新型コロナウイルスの感染症のため、通学路点検を実施しておりません。令和３年度は

改善要望が３件、対策実績は２件です。令和４年度は改善要望が４件です。対策については、

これから、現場確認、協議を経まして、対応することとなります。

以上です。

川村議長 谷原議員。
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谷原議員 ありがとうございます。要望があったものについては、できるところが進んでいっている

ということは分かりました。その際、先ほど出た水路の転落防止についての危険箇所のこと

ですけれども、これは先ほど来言っています地元区長及び水利関係者の調整が不可欠となっ

ておりますけれども、この通学路の安全対策合同会議、そこで上がってきたものについての

地元調整、これはどこがやっておられるのか、お伺いします。

川村議長 安川都市整備部理事。

安川総務部理事兼都市整備部理事 都市整備部、安川です。

防護柵を施工する建設課で調整を行うこととなっております。水路転落防止の防護柵の場

合は、地元区長、土地改良区、水利組合の同意の上で施工となります。

なお、農地等の耕作者、近隣住民の方と調整を地元区長、関係役員とともに行うこととな

ります。通学路安全合同会議後、速やかに事業着手可能となるためにも、事前に、地元区長

等と相談の上、協力を求めているところでございます。

以上です。

川村議長 谷原議員。

谷原議員 ありがとうございます。調整については、建設課が主体を持ってやっていくということの

ご答弁でありました。必ず間違いのないようにしっかりやっていただけたらと思っておりま

す。

さて、その際よく出てきますのは、なかなか水利関係者から協力を得られないということ

も伺います。この点について少し問題提起をしたいと思っております。用水路転落による事

故に対して、近年、管理者に損害賠償請求を求める訴訟が増加しております。そのために農

林水産省は、令和２年の３月に、農業用用排水路における安全管理の手引、これは非常によ

くできたものですけれども、それを発行して、防護柵などのハード面の対策、ポスターや啓

発などのソフト面の対策、そして事故が起きたときの対応、それから事故に対して増加して

いる損害賠償請求に対する対応、こうしたことについて、本当に項目等も細かく手引を作っ

ているんです。訴訟リスクがあることから、これは土地改良区に対して出されているパンフ

レットなんですけれども、土地改良区が管理している水路については、損害賠償保険の加入

を勧めております。全国で、平成28年度の時点で約半数の全国の土地改良区がこの損害賠償

保険に入っているようであります。つまり、管理者の責任が問われる時代になってきている

んです。水利関係者は確かに農作業上いろいろ問題があって、これをつけないでくれという

こともあるでしょうけれども、事は命の問題になります。落ちた場合の自己の管理責任が問

われるということになるわけですから、これについて、私は、 城市がもっと計画的に、安

心して通行できる道、先ほどありましたように、この１年でも９件、転落事故で救急搬送さ

れているんです、市内の方が。大けがをされて、大腿骨骨折などをされる方もおられるわけ

です。高齢者の方ではその機会に寝たきりになるということもあるわけで、まだ命が、失わ

れるというところはなっておりませんけれども、これは、安心して 城市民が道を歩けるよ

うに、まちづくりをしていくという面からも、ハード面だけでなくソフト面も含めて、計画

的に用排水路の転落防止策を 城市として推進していくべきと考えますけれども、市長の見
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解を伺います。

川村議長 阿古市長。

阿古市長 議員ご指摘の土地改良区、水利組合等の水路の賠償リスクといいますか、訴訟リスクにつ

いては、その内容を確認いたしました。農業用水の水路につきましては、もう市内至るとこ

ろにございまして、かなりのリスクが、土地改良区の方にあるという認識でございます。水

路等の管理責任者のところのものによって違う。例えば、１級河川等、そういう県道側道に

つきましては、奈良県が管理リスクを負う。 城市においては普通河川、市道路の側溝、雨

水溝、それも市が所有のものでは 城市が管理責任を負う。水利組合は先ほど言いましたの

で、もう水路等全般に含まれますので、かなりのリスクがあると思います。それと大和平野

の土地改良区においては、吉野川分水の水路等は、そこが責任を負う。また、住宅敷地内、

個人のものは所有者、開発事業地の悪水の部分につきましては、開発業者が責任を負うと。

ですので、例えば、柵の設置について、土地改良区もしくは水利組合の了解をいただかない

といけない部分について、市の管理責任がどこまであるのかというのは、これはまた検討す

る余地があるのかなと思います。

市の意思だけで設置できるものについては、あくまでこれは市の訴訟リスクを100％負う

ものであるという理解をしておりますが、その辺の細かい部分の調査といいますか、検討は

する必要があるのかなと思います。ただ水路全般に全てに柵をつけるということは、物理的

にも無理でございますので、特に通学路につきましては、危険箇所につきまして、先ほど教

育部理事の方が、発言がございましたシステムがございますので、そのシステムにのっとっ

て危険箇所の柵の設置というものは、随時進めていきたいと考えておるところでございます。

以上でございます。

川村議長 谷原議員。

谷原議員 私、先ほど農林水産省のパンフレットを紹介しましたけれども、そこには非常に極めて懇

切丁寧な手引があります。今、市長おっしゃいましたけれども、訴訟リスクについては、本

人の不注意だということで、基本的には責任を問われないことも多いんですけれども、責任

が問われているのは、何度も落ちる、明らかに危険、ずっと指摘されているけど改善されて

ない、そこで落ちた場合には敗訴していることが多いんですよ。だから先ほど言いましたよ

うに全てのところに防護柵をつけるなんて予算上できませんから、農林水産省はソフト面、

これは学校での子どもたちへの授業での啓発、あるいはポスター、様々な方法で危険を周知

するということも含めて、対策を計画的に取っていきましょうということでありますから、

ぜひこの面について、 城市も検討していただけたらと思いまして、申し上げました。この

点についての質問はこれで終わっておきます。

最後に３番目の質問になります。道の駅かつらぎ建設事業を巡る訴訟について、先ほど申

し上げましたけれども、終息に向かっております。そこでお伺いしますけど、訴訟に関わっ

て 城市の一般会計から支出したもの、あるいは、今後、相手方から損害賠償金を受けたり

して、収入になるもの、その結果について簡単にご説明をお願いします。

川村議長 高垣企画部長。
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高垣企画部長 企画部、高垣です。よろしくお願いいたします。

前回の谷原議員の一般質問でお答えしておりますように、道の駅かつらぎの関連訴訟とし

て、 城市及び 城市土地開発公社に関連する訴訟は６つありますが、住民監査請求に基づ

く損害賠償請求事件の損害賠償請求金額は、630万4,869円、370万4,400円、2,500万円とそ

れぞれ３つの返還請求を行っており、その合計金額は3,500万9,269円となっております。こ

れまで市として、訴訟費用に支出した合計金額は2,100万7,755円となっております。

なお、今後の訴訟に係る支出見込額については、まだ継続中の案件もございますので、具

体的な答弁は差し控えさせていただきます。

次に、民事調停法第17条決定による収入金額につきましては、630万4,869円、また、370

万4,400円となっており、この金額の合計金額、1,000万9,269円が、関係者から市に支払わ

れる予定でございます。

以上です。

川村議長 谷原議員。

谷原議員 訴訟費用はまだ今後とも増える可能性があるということですけれども、約2,100万円。損

害賠償金として入ってくるが約1,000万円ということで差引きすると、1,000万円出ていくと

いう形でありました。この間の裁判にかかる職員の大変な負担も含めて、非常に大きな負担

がかかったわけであります。つまり、一旦大きな問題が起きますと、住民監査請求、あるい

は住民訴訟等いろんな問題で大変費用がかかるということになるわけですけれども、それで、

私は、先ほど言いました内部統制の観点から、今後に生かすために１つお伺いします。１つ

ですけれども、損害賠償請求裁判の１つは架空道路工事による違法な公金支出でございまし

た。架空道路工事ということは、道路は造られてないんですよ。造られてないけど公金が支

出された。なぜ支出されるかというと、竣工検査書が偽造されたんです。工事請負の場合は、

ちゃんと工事がなされているか、竣工検査員が竣工検査をして、そして竣工検査書を発行し

てそれを添付しないと、会計から支出されません。これ、竣工検査書を偽造されたら、どん

な悪いこともできるわけですよ。あるいは物品の納入もそうです。納品書と届いた品物を照

らし合わせて検収を行うと。検収作業をやって、確かに納品書どおり物品が収まっていると。

ここを曖昧にするといろんな不正が起きるわけです。それで、私はこれは非常に重要な問題

だということで、一般質問もいたしました。あるいは原課にも要望を出しました。この原因

を調査して、私は再発防止がぜひ必要だと思うんですけれども、この点について、原因を調

査して、あるいはどのような再発防止策を立てているか、これをお伺いしたいと思います。

川村議長 東総務部長。

東 総務部長 総務部、東でございます。よろしくお願いいたします。

ただいまの谷原議員のご質問にお答えをさせていただきます。 城市におけます竣工検査

の状況、また、再発防止についてでございます。竣工検査につきましては、以前は、技術担

当の課長補佐であるとか、事業担当課の部長職、もしくは課長職と一般職の技術吏員と２名

体制で竣工検査に当たっておりました。しかしながら、令和４年度、本年度からは、竣工検

査の体制の見直しを行いまして、工事発注担当部の職員は検査には参加させず、ほかの部の
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職員が検査を行うとしておりまして、また、高額な工事につきましては、部長職と課長職の

者と、そして技術吏員の３名体制で行っております。また、基本的には部長職もしくは課長

職と技術吏員のうち、２名体制で竣工検査を行っております。工事における竣工検査のさら

なる資質の向上に努めておるところでございます。

川村議長 谷原議員。

谷原議員 よろしくお願いします。国の公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づ

く適正化指針の中には、この竣工検査の在り方についてかなり詳しく指針を出しております。

ほかの部署から行くと、何を検査していいか分からないなんていうことも起きますから、マ

ニュアル表とか点検表などもちゃんと作ってやる。あるいはそのついでに業者評価、実際の

工事がどうだったか、その品質がどうだったか、業者評価も併せてやる、そんなことも取組

として、国が求めておるわけであります。引き続いて、この竣工検査の在り方、向上するよ

うにぜひご努力をお願いしたいと思います。

続いて２つ目、お伺いします。道の駅かつらぎ建設事業の裁判が起こされた根本の原因は、

もともとの不正はどこから発生したかというと、社会福祉法人の土地を事業用地として確保

する、その代替地として提供した土地から、産業廃棄物が出てきたということであります。

これをめぐって、不適正なやり方で、社会福祉法人に便宜を図ったことで、様々な不正が行

われたわけですけれども、根本は、そもそも 城市の土地開発公社が代替地として提供した

土地から産業廃棄物が出たと。この件については相手方が裁判で訴えて、 城市の土地開発

公社は、最高裁判所まで行きましたけれども、4,077万円余りの、この代替地の土地代金に

上限とする損害賠償金を 城市土地開発公社は支払う、こういうことが確定しております。

それで、私はこの件について、過去にも一般質問でありました、ほかの議員もされています

が、普通は三者契約ですよ。だから、 城市は紹介するけど、三者契約で、この代替地を売

った元の地権者と社会福祉法人の間の契約なんです。だから、そこに瑕疵があったら、社会

福祉法人は元の地権者に損害賠償請求するものなんですよ。ところが、この件については、

なぜか 城市が元の地権者から代替地を購入して、購入したものを更に社会福祉法人に売り

渡すと、そうなっておりますから、社会福祉法人が 城市の土地開発公社を訴えたというこ

とになるんです。でしたら私は、これは確定したわけですから、 城市土地開発公社が、元

の地権者に、損害賠償を求めるべきだと。恐らく売買契約には瑕疵担保がついていると思い

ますよ。これをぜひ請求していただきたいと思うわけですけれども、この点について 城市

土地開発公社の理事長である副市長にお伺いしたいと思います。

川村議長 溝尾副市長。

溝尾副市長 土地開発公社についての答弁は差し控えさせていただきます。

川村議長 谷原議員。

谷原議員 土地開発公社の答弁については、市と異なった団体ですから、答弁を控えるということで

すけれども。 城市の土地開発公社の定款によりますと、第３条に、公社の設立団体は、

城市とすると。そして公社には次の役員を置くということで理事10名、その中で理事長を選

ぶわけですけど、監事２名、これを置くわけですが、その任命は誰がするかというと、これ
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は 城市長であります。市長が、 城市が、設立して、そして理事も監事も全て 城市長が

任命すると。私は、これ、もし、 城市土地開発公社が元の地権者に、契約に従って、瑕疵

担保責任を相手に求めなかったら、背任行為ですよ、明らかに。だから、市長はどう思うの

か。もし、 城市の土地開発公社、私はやるべきだと思いますけれども、その指導責任は市

長にあると思いますけれども、市長のご答弁をお願いします。

川村議長 阿古市長。

阿古市長 土地開発公社は別法人になりますので、ここで 城市の土地開発公社の議論はするべきで

はないと思っております。

川村議長 谷原議員。

谷原議員 道の駅かつらぎ建設事業は、市の事業です。そして、市の委託を受けて先行取得をしてま

す。過去に、これは西川弥三郎元議員が、道の駅かつらぎに関する調査特別委員会、ここで、

委託契約があったんじゃないですかと。つまり、用地取得について、 城市や、 城市土地

開発公社と委託契約を結んでいるでしょうという追及をされています。そうであるならば、

これ、市長に責任があるわけですから、そんな答弁は私は許されないと思います。

時間が来ましたから、ですけれども、私は、この問題について、やっぱり損失の問題です

から、 城市に与えられた損失は取り戻していく。そうした市民に対して真摯な姿勢を取る

ならば、私は、市長が取るべき責任は明らかだろうと思います。付け加えて言うならば、先

ほど言いました道の駅かつらぎに関する調査特別委員会は、今、休止中です。これは解散し

ておりません。中間報告を行って、今、休止しております。と申しますのは、裁判が終結す

るまで、関係者を呼んで話をすることはできないと、聞くこともできないということですか

ら、中間報告を出して休止しているわけですけれども、議会としても、こうした問題が残っ

ているわけです。また、裁判によって、いろんな問題、解明できなかった問題がありますか

ら、私は、議会としても、再度、道の駅かつらぎに関する調査特別委員会、これを再開して、

改めてこの問題についても議会として、検討していただくことを議員の皆さんにもお願いし

たいと思います。

以上をもちまして、私の質問といたします。ありがとうございました。

川村議長 谷原一安議員の発言を終結いたします。

ここで暫時休憩をいたします。なお、午後１時から会議を再開いたします。

休 憩 午前１１時１１分

再 開 午後 １時００分

川村議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。

の一般質問を行います。どうぞよろしくお願いいたします。

さて、今回の質問は３つございます。質問の１つ目は、国民スポーツ大会を契機とした新

町運動公園の整備についてであります。
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２つ目は、公共施設のバリアフリー化についてであります。

最後に、アピアランスケアへの助成についてお尋ねをいたします。

百聞は一見にしかずと申します。今回も議長のお許しを得まして、一部パネルをお見せし

ながら、できるだけ質問の意図が分かりやすいように、そう考えまして、質問に臨みたいと

存じます。

なお、これからの質問は質問席にて行います。

川村議長

では、最初に、国民スポーツ大会を契機とした新町運動公園の整備についてお伺いをいた

します。来る2031年、令和13年に、国民スポーツ大会が奈良県内で開催されることが内々定

しております。私はこれを、現在老朽化が進んでいる新庄第１健民運動場をはじめとする、

新町運動公園を再整備するチャンスであると捉えております。今回の質問では、来る国民ス

ポーツ大会において、本市が開催の名のりを上げられる協議の中に、ぜひサッカーを加えて

いただきたいと要望をいたします。その上で、新庄第１健民運動場をはじめ、現在市民の皆

さんから危険性が指摘されている周辺道路があるわけなんですけれども、それらの改良につ

いても提言をして、行政のお考えを伺いたいと存じます。

それに先立ちまして、前回６月議会の一般質問で、私は天然芝のグラウンドについてと題

しまして、新町運動公園の２面の天然芝グラウンドについての管理状況をお伺いをいたしま

した。そのときのご答弁では、芝生管理アドバイザーの作業指導の下、グラウンドの芝、ピ

ッチの維持管理作業を行っているというふうなことでございました。しかし、その後、担当

課で伺ったところによりますと、今年度については、一般競争入札で、芝生管理アドバイザ

ーとの契約を試みたものの、不落となったというふうに聞いております。それまでの経緯と、

その後の担当課の対応についてまずはお伺いをいたします。

川村議長 西川教育部長。

西川教育部長 教育部、西川です。よろしくお願いいたします。

ただいまの質問にお答えいたします。令和４年度、令和５年度の 城市入札参加資格審査

申請を、令和４年２月１日から２月28日まで市で受付しており、令和３年度の芝生管理アド

バイザー業務を受注されている業者に対しまして申請の案内をしておりましたが、同社より

申請が出されませんでした。また、申請を提出された業者の中で、芝生管理アドバイザー業

務に該当する業務内容を登録されている業者が１者もございませんでした。そこで、今年度

は、一般競争入札による業者選定を実施いたしました。５月２日の公告、５月27日に一般競

争入札を行い、１者から応札がありましたが、予定価格の上限を超えての入札で不落となっ

たため、仕様書等を変更し、再度一般競争入札を実施いたしましたが、応札がなく、不調と

なりました。その間、前年の委託業者の芝生管理アドバイザーと随意契約を行い、芝生の維

持管理作業についてのアドバイスをいただいておりました。今後、芝生の適正管理に努める

ため、芝生管理アドバイザー業務を受託可能な業者について調査してまいります。

以上です。

川村議長
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令和４年度、令和５年度の 城市入札参加資格審査申請をこれまで芝生管理アドバイザー

業務をされていた業者に対して、申請してくださいという案内をされていたものの、申請が

なかったということです。５月の入札では、芝生管理アドバイザー業務に該当する業務内容

を登録されている業者が１者もなかったため、指名競争入札ではなく、やむを得ずだろうと

思いますが、一般競争入札を行ったが、これも不落となったと。そこで再度、仕様書などを

変更し、一般競争入札を実施したものの、これも応札がなく、不調となったということであ

ります。今のご答弁で、前年度の委託業者の芝生管理アドバイザーと随意契約を行ったとい

うふうにありましたけれども、その詳細についてお伺いをいたします。

また、今回の随意契約の根拠とされた法令上の条項は、どれに該当するのでしょうか。

川村議長 西川教育部長。

西川教育部長 芝生アドバイザー業務委託につきましては、 城市指名登録業者の中で、該当する職

種の業者登録がございませんでした。そこで、一般競争入札による業者選定を実施すること

にいたしましたが、一般競争入札による業者選定ですと、４月１日からの業務開始に間に合

わないことから、昨年度まで委託していた業者でないと継続して業務委託が困難であること

から、同社と５月末日までの２か月間、随意契約をいたしました。５月27日に、一般競争入

札が不落となったため、６月から７月末まで再度同社と随意契約を行いました。いずれも地

方自治法施行令第167条の２第１項第２号による随意契約となっております。

川村議長

今のご答弁で、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号による随意契約というふうに

お答えがありました。手元に私、地方自治法施行令第167条の２第１項の要約がありますの

で、読み上げたいと思います。ちなみに、第２号と言いましたが、第１号というのは予定価

格が安いというときの場合でございます。今回は、第２号に該当するとのことであります。

第２号とは、すなわち、不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の

製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又

は目的が競争入札に適しないものをするときとなっておりまして、今回は先ほどのご答弁に

もあったように、現下の事情もあったかもしれないと拝察するものではありますけれども、

一度、一般競争入札で決めようとした契約を、第２号の規定をもって随意契約したのは、ち

ょっと無理があったんじゃないかと。行政の契約事務としては、適切ではなかったのではな

いかということにつきましては、指摘しておきたいと思います。

さて、前回の質問で、同じく、奈良県内のほかの自治体の天然芝の市民グラウンドの管理

について伺った際、サッカー場で天然芝を使用している桜井市と下北山村についてご答弁を

いただきました。桜井市は、今年度からはこれまでの芝刈りに加え、除草剤散布も、職員で

行っているということで、維持管理における業務委託は行っておられないということでござ

いました。下北山村は、競技場に天然芝を導入する際に、 城市と同じく、アドバイザー委

託契約を平成29年度から２年間結ばれましたけれども、この間に、芝生管理に必要なノウハ

ウをスポーツ公園職員にアドバイスされ、現在は、スポーツ公園職員で維持管理されている

ということでございます。 城市におきましても、既に２年間、芝生管理アドバイザーから
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の指導を受けております。この機会に、職員での維持管理の体制、これを目指してみてはい

かがかと考えますけれども、市としては、自前で管理することについては、どのようにお考

えでしょうか。

川村議長 西川教育部長。

西川教育部長 天然芝グラウンドは、サッカー競技場だけでなく、野球場、ゴルフ場においても、芝

生の育成に必要な土壌管理が難しいと聞いております。除草剤や肥料、殺菌、かん水等の散

布だけでなく、芝生機械を使用して、月に１回から２回程度、芝生機械で芝生グラウンド整

備を行い、ゴルフのカップ抜きと同じように、グラウンドの数か所を抜き取り、水分量をは

じめ、肥料の状態等、土壌の硬度や軟度の調査を専用の機械を使用してチェックを行う必要

がございます。また、芝生管理アドバイザー業務につきましては、スポーツ専用芝の管理に

係る研修受講、資格取得技術者による指導をされておりますので、芝生の維持管理に関する

スキルを学んだ上で、可能かどうか、検証していく必要があるかと考えます。

川村議長

ご答弁いただきましたように、芝生の維持管理というのは、専門の方でも、専門業者の方

でも難しいというのは、そのとおりだろうというふうに思います。令和元年に、全国中学校

サッカー大会が、新町運動公園の２面のグラウンドで開催された際、そのグラウンドコンデ

ィションのよさが、参加者に感動を与えるほど高い評価を得ました。私の記憶によれば、前

日は雨が降ったかと思うんですけれども、にもかかわらず、すーっと、当日、試合前には水

がはけまして、選手は本当によいコンディションで試合ができました。これは、当時、整備

に関わられた市職員、そして業者など、関係者の皆さん全員の努力のたまものであったわけ

でございますけれども、芝生管理アドバイザーの功績が大であったというふうに存じており

ます。これは、とある 城市民の方のご尽力で、その方のご縁があったということで、グラ

ウンドキーパーの日本の第一人者で、海外でも活躍されている静岡県の佐野忍さんが、わざ

わざ新町運動公園にお越しになったということから始まったと、私は認識をしております。

佐野さんが、新町公園球技場のピッチの状態をご覧になり、私はそれまで、息子がいわゆる

スポーツ少年団なんかでサッカーをやっていましたので、行っていたんですが、それほどそ

んなにすごいグラウンドだというふうに思ってなかったんですけれども、佐野さんが、これ

はすばらしい、全国的に見てもすばらしいグラウンドだというふうにおっしゃったんです。

なぜ、佐野さんという日本で指折りの天然芝グラウンドの専門家が、わざわざ遠方からお見

えになったのか。それは、先ほどの 城市民の方とのつながりもあったでしょうけれども、

何よりも、 城市の天然芝グラウンドが、再整備の前であったとしても、その前からすばら

しかったということであったというふうに私は聞き及んでおります。 城市の天然芝グラウ

ンドは、これまで何人もの方が言及されてきましたが、先人が苦労して築いてこられた市民

の財産、宝であるというふうに考えます。これまで外部の芝生管理のプロである芝生管理ア

ドバイザーのご指導の下、一定の成果を上げています。

しかし、市民からの要求に応えるためには、芝生の育成や、土壌の管理に対する技術はも

ちろんのことなんですが、周辺自治体の市民グラウンドの状況なども知った上で、地域の専
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門職として経験を積み重ねていくことが大事でないかというふうに私は思うものであります。

私は、地域の雰囲気、また、歴史、経緯などをよく知っている、例えば、博物館においては

学芸員、公共図書館においては司書などと同じことではないか、そういうふうなことを専門

職という考え方をするのであれば、考えるものであります。そのほうが、公共のグラウンド

として、よりよい管理ができるのではないか。市民のための公共施設の役割とは何かという

ことをよく理解をした、そしてできれば、常勤の職員によって、単年度ではなく、毎年毎年

の、失敗も当然あるだろうと思うんですけれども、それも含めた経験を積み重ねていきなが

ら、運営していただくのが望ましいというふうに考えるものであります。先ほどのご答弁、

繰り返しになりますが、芝生や土壌の維持管理には専門のスキルと、そして経験とが必要で

ありますので、なおさらそのように考えるものであります。

さて、私は、市民の方から教えていただきまして、友情の祭典、1984年の若草国体新庄町

の記録という記録映像があるんですが、その存在を知りました。そして拝聴いたしました。

現在、ＹｏｕＴｕｂｅでも、いつでも視聴できますので、興味のある方はご覧いただけたら

と思いますが、第39回国民体育大会、わかくさ大会において、サッカーとバレーボールの会

場となった新庄町の記録でございます。当時の足高晋町長の在りし日の姿も見ることができ

ます。当時、私は高校生でありましたけれども、新庄町挙げての、この大会を支えていった

当時の熱い思いがぐぐんと伝わってくる映像でございました。この映像で印象的なのが、当

時の青々とした芝生がまぶしい新庄第１健民運動場であります。そして、最近では、阿古市

政の下、令和元年８月に開催された第50回全国中学校サッカー大会を契機に、新庄第１健民

運動場と新町公園球技場のグラウンドのピッチが見事再生されたのが記憶に新しいところで

あります。

それでは、次の議論の前提といたしまして、その基礎知識として、新庄第１健民運動場を

はじめとする新町スポーツゾーンについてお伺いをいたします。 城市において新町スポー

ツゾーンはどのように位置づけられているのでしょうか。また、現在、スタンド施設など、

年月を経て少しくたびれている印象もありますが、これまで改修などは行われてきたんでし

ょうか。

川村議長 西川教育部長。

西川教育部長 新町スポーツゾーンにつきましては、 城市都市計画マスタープランにおいて、スポ

ーツ振興ゾーンに位置づけられ、市民がスポーツを楽しみ、健康増進、交流を図る場と位置

づけられております。施設自体は、老朽化が進んでおりまして、フェンス等の随時改修等は

しておりますが、財政状況等を鑑みますと、大規模な改修には至っておらない状況です。

川村議長

新町スポーツゾーンは、わかくさ国体という大舞台に備えて、施設の整備を行ったという

ふうに私、諸先輩方から聞いているものでありますけれども、それについては、どうでしょ

うか。

川村議長 西川教育部長。

西川教育部長 わかくさ国体は、昭和59年に、新庄第１健民運動場を会場の１つとして開催されてお
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りますが、新庄第１健民運動場は、昭和41年から昭和46年にかけて、県が土地を買収し、当

時の新庄町に無償で貸与する形で設置されました。その後、昭和58年度に同グラウンドを改

修し、新町公園球技場は、昭和59年４月に完成、コミュニティセンターは昭和58年12月に完

成しており、それぞれわかくさ国体に向けた整備を行っております。

川村議長

では、わかくさ国体終了の後、新町スポーツゾーン、特に、新庄第１健民運動場の維持管

理はどのようにされてきましたでしょうか。

川村議長 西川教育部長。

西川教育部長 わかくさ国体終了後は、当初、大手の芝生管理業者に芝生管理を委託しておりました。

その後、地元業者の育成の観点から、指名競争入札で、市内の造園業者に芝生管理を委託す

るようになったところです。しかしながら、市内の造園業者では、芝生管理の専門知識を持

っている業者がおられなかったため、令和元年の全国中学校サッカー大会が開催される折に

は、芝生管理の専門知識や資格を有する芝生管理アドバイザーと委託契約を結び、芝生維持

管理業者と市の職員に、芝生管理のノウハウ等の提供を受けながら整備を進め、適正な芝生

管理に努めてまいりました。芝生管理アドバイザーとの業務委託契約を結び、芝生管理の芝

生の状態については、おおむね好評をいただいていたところでございます。

川村議長

私も何度も言いますけれども、本当に 城市の現在の天然芝のグラウンドというのはすば

らしい。全国中学校サッカー大会でも、高い評価をいただいたと、それにつながったという

ことであろうかと思います。

では、最初に申し上げましたけれども、来る令和13年に国民スポーツ大会が奈良県内で開

催されることが内々定をしています。この大会が、体育施設改修の好機というふうに私は考

えるものでありますけれども、一般的に、国民スポーツ大会の競技会場になれば、どのよう

なメリットが考えられるのでしょうか。

川村議長 西川教育部長。

西川教育部長 県下市町村体育施設及び設備については、老朽化が進んでいるところが多くございま

す。国民スポーツ大会の開催で、県より詳細は提示されておりませんが、国からの補助金を

活用して、各施設及び設備の更新、改修工事を行うことで、スポーツ施設の活性化によるス

ポーツ振興、健康増進、市民の交流の場の拡充、また、子どもたちにとって、かけがえのな

い経験となることと思います。

また、開催地は、選手及び選手の家族をはじめ、全国から多くの来場者が見込まれるため、

城市を観光して、会場地周辺の飲食店をはじめとした様々な店舗への活性化、にぎわいが

創出されると考えております。

川村議長

令和13年開催予定の国民スポーツ大会に 城市としては、現時点でどの競技に名のりを上

げるか検討しておられますでしょうか。また、選定の基準、方法については、いかがでしょ

うか。
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川村議長 西川教育部長。

西川教育部長 本年６月に行われました市町村スポーツ施設状況調査では、新庄第１健民運動場と新

町公園球技場は、サッカーの競技場として基準を満たすことが可能という結果で、 城市は、

天然芝のグラウンドを生かしたサッカー競技で検討をいたしております。県全体では、規定

のサッカー競技場が10面必要とされておりまして、原則天然芝とするが、３面まではＪＦＡ

公認人工芝ピッチの使用を可能とするとなっております。サッカー競技のフィールドの基準

は、大きさは、105メートル掛ける68メートルで、芝生面の余白スペースは周りに５メート

ルずつ必要ということになっております。

今後のスケジュールといたしましては、10月頃開催予定の市町村・競技団体の連絡会議を

経て、来年１月までに市町村会場地意向書を提出することになっております。これを受けま

して、３月頃までに、会場地第１次選定案が決定される流れとなっております。

川村議長

もう、天然芝のこのグラウンドを生かしたサッカー競技を検討しておられるとのこと。大

変よいお答えを、すばらしいお答えを聞くことができました。ぜひ、新町運動公園がサッカ

ー競技の会場として選定されるように、最大限準備をしていただきたいが、いかがでしょう

か。

川村議長 西川教育部長。

西川教育部長 城市といたしましては、既存の施設を最大限に生かせる、天然芝のグラウンドを生

かしたサッカー競技で準備、検討していきたいと考えております。

川村議長

大変前向きなご答弁をいただきましてありがとうございます。ぜひともよろしくお願いを

いたします。

さて、かねてより、新庄第１健民運動場の南側、新町公園テニスコートを挟んだ、この駐

車スペースがございます。このパネル、今、お見せしておりますが、上が北側、南側、第１

健民運動場を、道を挟んでテニスコートがございまして、ここに駐車スペースがあります。

ここからスロープをぐーっと渡って、サッカー大会とか多くの大会などで多くの子どもたち

が来るわけでございますけれども、これが、人があふれて危険であるという指摘を、私、こ

のテニスコートでテニスをしている方からも伺いましたし、また、スポーツ少年団のお子さ

んとか、お孫さんとか、そういう方々がいらっしゃる、そういう方からも、ちょっと何とか

してほしいということで、大字を問わず、ご要望を聞いております。市は、市民や地元から、

改善の要望などは聞いておられますでしょうか。

川村議長 安川都市整備部理事。

安川総務部理事兼都市整備部理事 都市整備部、安川です。よろしくお願いします。

要望につきましては、新町区より令和４年６月14日付で、横断歩道の設置の要望がありま

した。歩道の設置については、令和５年度の要望として要望書をいただいております。

川村議長

新町区より地元から要望が上がってきているということでありました。私も改善の必要が
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あるというふうに考えます。テニスコート東側の道路、こちらの道路に、歩道の設置をぜひ

とも私も要望したいと思いますけれども、どのような要件が必要になるでしょうか。

川村議長 安川都市整備部理事。

安川総務部理事兼都市整備部理事 現状の市道幅員での歩道設置は難しいですが、河川の堤防の外側

のテニスコート側、それの法面敷地を利用すれば、奈良県と河川の占用協議が整えば、設置

することができると考えます。

川村議長

承知いたしました。では最後に、市長にお尋ねをいたします。先ほどのご答弁にありまし

たように、新町運動公園の天然芝のグラウンドを生かしたサッカー競技の選定を検討してお

られるということについて私は大変評価をいたします。さきに申し上げましたように、 城

市の天然芝グラウンドは、先人が苦労して築いてこられた市民の財産、宝であると考えます。

国民スポーツ大会でのサッカーの開催は、市民にとっても象徴的な意味を持つと、私、考え

るものでありますけれども、市長のお考えはいかがでしょうか。

そしてもう一つ、また、国民スポーツ大会の開催に合わせまして、新庄第１健民運動場と、

先ほど申しました、歩道の設置など、新町運動公園とその周辺の再整備をお願いしたい。こ

の２点をお伺いいたします。いかがでしょうか。

川村議長 阿古市長。

阿古市長 まず、１点目のご質問ですが、令和元年に行われました全国中学校サッカー大会の開催の

折には、 城市にはサッカー熱といいますか、サッカーに携わる方、ボランティアに参加さ

れている方がかなりおられました。そして、芝生の状況を見て、皆さん誇りに思われたこと

やと思います。そのような状況から、 城市の天然芝の手入れを毎年的確に行い、維持して

いくことは、 城市の財産であると考えております。2027年に延期されましたが、関西ワー

ルドマスターズゲームズや、2031年に奈良県で開催の国民スポーツ大会もありますので、こ

れらの開催を目指した中での施設整備を引き続き行い、開催誘致に努めていきたいと考えて

おります。

２点目の歩道整備についてでございますが、現在、計画に新町・柳原線整備工事を進めて

おり、葛城川の橋の架け替えを行います。橋の設置完了後に、西側の交差点改良工事を行い

ますので、それに合わせて、新町公園テニスコート東側の道路への歩道整備を検討したいと

考えております。

以上でございます。

川村議長

今、お尋ねしました２点につきまして、市長からも、大変前向きな、具体的なご答弁をい

ただきました。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いをいたします。

続きまして、公共施設のバリアフリー化についてお伺いをいたします。一口に公共施設と

言いましても、新庄、當麻両庁舎などの庁舎系施設や文化施設、図書館、体育施設などの集

客施設などがございます。そのほか、社会福祉施設や、消防施設、教育施設などいろいろあ

るわけでありますけれども、今回の質問ではまず、バリアフリー化を進めること全般につい
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ての市のお考えをお伺いいたします。その後、具体的な事例を挙げていきたいと思いますけ

れども、あれもこれもと取り上げますと収拾がつきませんので、今回は、１つの例として、

二上山ふるさと公園と屋敷山公園とを取り上げることにいたします。この２か所を取り上げ

る理由は、以前に、小さなお子さんがいらっしゃる、車椅子利用者である市民の方から、改

善してほしい場所があるという要望をいただきまして、私、一緒に、現地調査に行ったから

であります。そのときに撮った写真もお見せをいたします。また、 城市のキャッチフレー

ズとも言える、子育てに優しい 城市としては、親子連れなどで訪れる機会の多い公園施設

のバリアフリー化の視点というのは、大切な課題であるというふうに考えるからであります。

まず、 城市のバリアフリーといって、ぱっと思い起こすのが、 城市バリアフリー基本

構想であります。 城市バリアフリー基本構想とは、バリアフリー新法に基づいて、 城市

が、平成22年３月に、近鉄南大阪線尺土駅から磐城駅にかけての周辺地域を重点整備地区と

して設定、策定したものであるというふうに、私、理解をしておるわけでございますけれど

も、その基本構想の趣旨についてまずはお伺いをいたします。

川村議長 安川都市整備部理事。

安川総務部理事兼都市整備部理事 都市整備部、安川でございます。

城市バリアフリー基本構想の趣旨でございます。だれもが快適に、安全に安心して移

動・活動できる 城市を基本理念とし、バリアフリー化に向けた基本方針として、ノーマラ

イゼーション、ユニバーサルデザインの環境づくり、重点的・効果的に、できることから効

果を顕在化させる環境づくり、様々なバリアを取り除く環境づくり、みんなで取り組む環境

づくりとして、基本構想を策定しております。

川村議長

というふうなことだということでご答弁いただきました。 城市バリアフリー基本構想を

策定する際、基本構想推進協議会が設置されたというふうに聞いておりますけれども、協議

会では、どのような取組をされたんでしょうか。

川村議長 安川都市整備部理事。

安川総務部理事兼都市整備部理事 城市バリアフリー基本構想推進協議会についてです。協議会に

つきましては、学識経験者、高齢者団体代表、障がい者団体代表などの34名の委員で構成さ

れている組織です。主に基本構想策定に係る協議や、特定事業計画の進捗に関する内容など

について検討、協議することを目的に設置されております。また、基本構想内で指定する重

点整備地区内のバリアフリーの課題について、委員の方々には、実際に現場に足を運び、現

状の確認をしていただきました。

川村議長

今のご答弁にあった中で、特に高齢者団体であるとか障がい者団体の方々が、当事者の方

が委員になられていて、かつ委員の方々が、実際に現場に足を運んで現状の確認をしたとい

う、こういう点、やり方としては非常にいいやり方だと思います。評価したいと思います。

城市バリアフリー基本構想、これ、制定から10年以上たったわけでありますけれども、現

時点で、基本構想によりバリアフリー化された実績はどのようになっていますでしょうか。
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川村議長 安川都市整備部理事。

安川総務部理事兼都市整備部理事 城市バリアフリー基本構想の特定事業計画に基づき、整備が行

われました。主な実績としましては、尺土駅改札内エリアのエレベーター２基の設置、尺土

駅前周辺商業施設や郵便局でのスロープや手すりの設置、国道166号線の歩道整備、當麻文

化会館等での視覚障がい者誘導ブロックや、施設内の手すりの設置が完了しております。特

定事業計画につきましては、今後も定期的な検証、見直しを行い、バリアフリー化を進めて

いく必要があると考えております。

川村議長

私は議員になりましてから、継続して尺土駅舎南側エレベーターの早期設置を要望して、

設置場所の変更と設置時期の前倒しをしていたわけなんですけれども、これにつきましては、

行政のご判断がありまして、実現をいたしまして、いよいよ来年度中には完成の見込みであ

るというふうに伺っております。そのとき、既に駅構内には、２基のエレベーターが、ホー

ムから上に上がるエレベーターが設置されていたわけでありますけれども、それが、 城市

バリアフリー基本構想の実績であったというふうなことを知りました。なるほどというふう

に思いました。

さて、前回６月の一般質問では、踏切道への点字ブロックの設置についてお伺いをいたし

ましたが、重点整備地区以外にもバリアフリー化を進めるべき場所があると考えます。重点

整備地区とその他の地域との、例えば、優先度などの兼ね合いにつきましては、どのように

お考えでしょうか。

川村議長 安川都市整備部理事。

安川総務部理事兼都市整備部理事 優先度等についてです。予算を確保する面では、例えば奈良県が

バリアフリー化対策事業として歩道整備を行う場合は、バリアフリー基本構想の重点整備地

区に指定されている箇所から優先して、予算配分されると聞いております。 城市としては、

点字ブロックの設置や公共施設等のバリアフリー化が必要なものについては、重点整備地区

を問わず、バリアフリー基本構想の理念に基づき整備を行う必要があると考えております。

川村議長

重点整備地区の指定というのは、予算を確保する上で有利であるという点、承知いたしま

した。しかし、バリアフリー化が必要な箇所については、地区の指定を問わないというふう

なことを考えていらっしゃるということも理解をいたしました。

では、総論として、現在の市内公共施設のバリアフリー化についての市の基本的な考えは

どうなっていますでしょうか。また、具体的に、どのような観点で改修を行っていくのでし

ょうか。

川村議長 安川都市整備部理事。

安川総務部理事兼都市整備部理事 先ほども申しましたが、市内施設のバリアフリー化、ユニバーサ

ルデザイン化につきましては、 城市バリアフリー基本構想の理念に基づき、進めていくべ

き重要な事項と考えております。具体的には、施設等の更新の時期や利用者の状況により必

要性を判断し、改修を行ってまいりたいと考えております。
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川村議長

市内公共施設のバリアフリー化につきましては、 城市バリアフリー基本構想で定められ

ている理念、これに基づいて進めていくということを承知いたしました。

さて、冒頭申し上げました、二上山ふるさと公園と屋敷山公園との、私が市民の方と調査

して、改善の必要があると感じた２か所をバリアフリー化に対する市のお考えを具体的に伺

うための、あくまでも一例なんですが、一例として取り上げたいと思います。

まず、基本知識として、それぞれの公園が設置された時期と、ごく簡単な経緯とについて、

お伺いをしたいと思います。

まずは二上山ふるさと公園からお願いいたします。

川村議長 安川都市整備部理事。

安川総務部理事兼都市整備部理事 二上山ふるさと公園は、主の部分につきましては、平成４年度に

公園館やおもちゃ館、芝生広場などが整備され、公園の北側の池周辺エリアにつきましては、

平成７年度に整備されております。

川村議長

ありがとうございます。

続いて屋敷山公園について設置時期と経緯について、お伺いをいたします。

川村議長 西川教育部長。

西川教育部長 屋敷山古墳は史跡として、昭和47年３月に指定され、その後古墳を中心とした公園化

が発案され、保存整備も兼ねまして、約５万8,000平方メートルに、中央公民館、体育館、

運動場、児童遊技場等の施設を取り入れ、やすらぎの場、緑豊かな史跡公園として、昭和50

年４月に完成しております。

川村議長

二上山ふるさと公園のおもちゃ館や、芝生広場などのメインの部分、これは平成４年、つ

まり1992年、約30年前に整備されたとのことであります。屋敷山公園はもっと古いと。昭和

50年、つまり1975年、あと３年たちますと満50歳になると。そんな時期に造られた公園だと

いうことでございます。

それでは、パネルをお見せして、問題点というか改善したほうがいいということについて、

お伝えをいたします。このパネルは、二上山ふるさと公園の芝生広場への入り口でございま

す。現在、なだらかなスロープ状になっておりまして、歩行者は、この階段を上がっていけ

ば簡単に上がれます。私も、もうそんなに上がりにくいものだと思わないで、ずっと簡単に

上がれるんですが、車椅子の利用の方は、横のここの部分から入ろうとすると、もう凸凹凸

凹と、こういうふうになっていまして、非常に恐怖を感じられるというふうになっています。

入り口からすぐのところに、いわゆる傘を設置したいすが設置されていまして、例えばここ

でお弁当を食べたりとかというふうなことをしようかなと思って行こうとしても、ここが上

がれませんので、車椅子の方はずっとぐるっと回りまして、おもちゃ館の裏側から入って、

また芝生広場を降りてきて、ここに来てご飯を食べて、また終わったら、また、芝生広場を

上がって、ぐるっと回ってくると。芝生広場そのものは車椅子はそんなに移動しにくくなく
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て、移動はしやすいみたいです。私、試しに、車椅子の方を私が、後ろ向きで、ずっとこの

スロープを下りてみたんですけども、大変怖がっておられました。ということで、これは本

当にもう、私、車椅子の方から話を伺うまでは、そんな大変だという認識は全然なかったん

ですけれども、こういう認識を新たにしたということでございます。

続きまして、こちらのパネルでございます。これは、屋敷山公園の西側の遊具がある広場

のスロープでございます。私は、平成30年の３月議会、これで、屋敷山公園施設の再整備に

ついてと題しまして、屋敷山公園の地下横断歩道について、お伺いいたしました。今、横断

歩道、階段で下りていますけれども、これをスロープにしてはどうでしょうかというふうな

提言を行ったときのことでございます。私が新人議員になって、すぐの一般質問なんですが、

その際、当時お答えくださった部長は、道路の移動等円滑化整備ガイドラインというものを

お示しになりまして、傾斜路、すなわちスロープのことですが、について、有効幅員、いわ

ゆる幅、道幅と勾配の規定があるんですというご答弁をいただきました。勾配につきまして

は、勾配及び踊り場として、縦断勾配は５％以下とすること。ただし、設置場所の状況、そ

の他の特別な理由により、やむを得ない場合においては８％以下とすることができる。ただ

し、８％は車椅子使用者が自力走行可能な最急勾配、これ以上はもう自力走行不可能なんで

すね。用地等の特別な理由がない限り、５％を超える縦断勾配を適用しないこととされてい

ると、当時そのようにご答弁をいただいたわけであります。

この写真を見たところ、かなりの急勾配であると見て取れます。車椅子利用者の方をお連

れ合いの方が、えっちらこっちら押していらっしゃるんですが、相当な力を持って押し上げ

ておられます。この勾配というのは、私が見るところ、８％よりもっと急なように見えるん

ですが、一体何％あるんでしょうか。また、屋敷山公園開設時の昭和50年代、スロープにつ

いてのガイドラインはどのようになっていましたでしょうか。

川村議長 安川都市整備部理事。

安川総務部理事兼都市整備部理事 ご指摘のございました屋敷山公園の西側の遊具が設置されている

広場につながる園路の勾配でございますが、現地を確認したところ、おおむね23％の勾配と

なっております。その当時には、園路設計についてのガイドラインはなかったため、このた

びの急勾配の園路は、公園用地となった、古墳を含む周辺の地形を利用した形で設計された

ためと考えられます。

以上です。

川村議長

おおむね23％の勾配ということで、私の目の錯覚というわけではなくて、本当に急勾配だ

ということでございました。現在のガイドラインでは５％以下、やむを得ない場合でも８％

以下ということでございますから、現在のガイドラインに基づくと、およそ四、五倍のスロ

ープの長さが必要になるということであります。設置場所の確保を考えただけでも、これ、

スロープを長くしますと、何回か折り返しをつけて、踊り場をつけたとしても、設計がかな

り難しいんだろうというふうな印象を覚えます。

さて、この２つを、市内のものを挙げたんですが、実際にこの車椅子を利用されている方
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に、近隣のところで、参考になるような、車椅子の利用者が楽に移動できるような、そうい

う配慮がある公園があるんですかと聞いてみたら、挙げてもらったのが、馬見丘陵公園でご

ざいました。参考までに、奈良県の中和公園事務所というところが管理しているわけなんで

すけれども、これは、奈良県営馬見丘陵公園という名前でございます。この馬見丘陵公園は、

標高20メートル程度の低い丘陵地だそうで、公園内には高低差がありますけれども、園の道

と書きます園道には、急勾配などは一切なく、車椅子利用者も安心して利用できるというこ

とです。県営馬見丘陵公園は、歴史と自然に囲まれた憩いの空間を目指して、昭和59年８月

に、都市公園、広域公園として都市計画決定をし、同年度より公園事業に着手したそうなん

ですけれども、全面開園をしたというのは、平成24年６月に中央エリア及び南エリアの一部

を開園してできたということだそうでございます。

私は、子どもがちっちゃい頃、屋敷山公園にも二上山ふるさと公園にも、馬見丘陵公園に

もいずれにも何度も連れていきましたけれども、バリアフリーの観点からこれらの公園の違

いには全く気づきませんで、車椅子利用者に教えてもらって初めて分かったというふうなこ

とでございます。今、この石畳がありますが、例えば、屋敷山公園の噴水の周りのピンコロ

石なんかがある石畳がありますけれども、そこは、車椅子の方というのはかなり通行が大変

だというふうに聞いております、昔の公園ですので。ただ、この馬見丘陵公園につきまして

は、車椅子でもすいすい行ける、そんなに急勾配はないというふうなことでありまして、や

っぱり本当に車椅子利用者あるいはベビーカーの使用者、シルバーカー利用の高齢者が本当

に使い勝手がいいのか、何か引っかかるところはないのかなということにつきましては、当

事者目線が必要だというふうなことを痛感した次第でございます。

さて、先ほどパネルで示しました屋敷山公園の急なスロープは、緩やかに改善するのが望

ましいというふうに考えます。また、先ほど紹介した二上山ふるさと公園の芝生広場の入り

口も改善が望ましいと考えますけれども、この２か所に限らず、一般的な手法として、どの

ような手続で行われるのでしょうか。

川村議長 安川都市整備部理事。

安川総務部理事兼都市整備部理事 公園施設のバリアフリー化を実現するに当たり、大がかりな規模

の改修となる場合は、何らかの国庫補助事業に絡めた形で整備することが望ましいと考えま

す。活用できる国庫補助事業がないかを先進地事例なども含めて研究を重ねてまいりたいと

考えます。小規模な改修でバリアフリー化が可能な箇所については、利用者からの要望等も

参考に、開始を検討させていただきます。

以上です。

川村議長

どうぞよろしくお願いいたします。今のご答弁で、大がかりな規模の改修となる場合は、

国庫補助を使って整備することが望ましいとありましたが、現在、屋敷山公園では、国の助

成を受けて、中央公民館と新庄文化会館の間の園道、園の道のインターロッキングブロック

を改修する予定と聞いております。事業概要について教えていただけますでしょうか。

川村議長 安川都市整備部理事。
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安川総務部理事兼都市整備部理事 屋敷山公園のインターロッキング舗装改修につきましては、国の

公園施設長寿命化対策支援の補助事業を活用して、令和４年度につきましては、園路の改修

設計委託を、また、令和５年度につきましては、設計に基づき、改修工事を行う予定をして

おります。更新を行う公園施設は、 城市公園長寿命化計画の年次計画に基づき、健全度判

定Ｃ以上の施設を順次更新しているところでございます。公園施設の長寿命化対策支援事業

での施設の更新は、現状の施設と同規模・同程度のものを復旧することが原則とされている

ため、このたびの園路の改修についても、今の園路の状況と同じ状況となるように更新する

こととなります。

川村議長

よく分かりました。では、最後に市長にお伺いいたします。これら公園の設備を一度に改

修するのは大変費用がかかるものと思われます。例えば、先ほど紹介した屋敷山公園のスロ

ープ改修にはすぐに難しいと考えます。反面、二上山ふるさと公園の芝生広場への出入口の

ような箇所をピンポイントで改良するのは、それに比べれば難しくないのかなというふうに

思います。そこで２点提言を差し上げます。

１つは車椅子利用者など、いわゆる当事者と市の職員とで、１か所ずつでよいので、バリ

アフリー化すべき箇所の調査を継続的に行っていただけないかということであります。冒頭

お尋ねをしました 城市バリアフリー基本構想推進協議会では、視覚障がいをお持ちの方や

車椅子利用者などの当事者が実際に現地に赴いて、現状の確認をしてもらったと伺いました。

私は、当事者目線が大事だと思います。行政としては、無理のない頻度で結構ですので、市

職員と当事者とが一緒になってのバリアフリー化すべき箇所の調査をご検討いただきたいと

思います。

もう一つは、大規模な改修につきましては、補助金の利用を待ってということになろうか

と思いますが、例えば、二上山ふるさと公園の芝生広場への出入口のような、ピンポイント

で改良でき、かつ効果が大きい場所が見つかれば、できるだけ速やかな対応をお願いしたい

と思いますけれども、市長のお考えはいかがでしょうか。

川村議長 阿古市長。

阿古市長 過去に造ったもの、特に年代の古いものについては、バリアフリー化というのはされてい

ないというのが実情やと思います。ですので、各施設等も含めまして、その改修のタイミン

グで、バリアフリー化を果たしているというのが実情です。委員がご指摘の近い場所であり

ますと、中央公民館の大規模改修をやったときに、体育館の間にスロープを設けました。順

次そのような形でバリアフリー化を果たしていきたいとは考えておりますが、委員ご指摘の

視点から、その箇所の点検等、検討を進めてまいりたいと考えております。

川村議長

ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。

時間がほとんどないんですが、続きまして、アピアランスケアへの助成についてお伺いを

いたします。

アピアランスとは外観や人の容貌を意味する言葉でございます。アピアランスケアとは、
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国立がん研究センター中央病院、アピアランス支援センターによりますと、広義では、医学

的・整容的・心理社会的支援を用いて、外見の変化を補完し、外見の変化に起因するがん患

者の苦痛を軽減するケアだというふうに定義づけられております。今、申しました整容的と

いう字は、セイは、整える、整理整頓の整、ヨウは、この容リプラの容、整容とは身なりを

整えること、身だしなみなどといった意味でございます。今年の６月に、厚生労働省が発行

した、がん対策推進基本計画中間評価報告書には、１番として、科学的根拠に基づくがん予

防・がん検診の充実、２つ目に、患者本位のがん医療の実現、そして３つ目に、尊厳を持っ

て安心して暮らせる社会の構築という３つの全体目標が掲げられております。私は、この３

にも関わると考えますが、がん患者等の就労を含めた社会的な問題という項目の中に、アピ

アランスケアや生殖機能への影響に関する説明、がん患者の自殺など、社会的な問題と、ア

ピアランスケアについては、社会的な問題の一つに挙げられております。

それでは、お尋ねをいたします。アピアランスケアにつきまして、市としては、どのよう

に認識をされていますでしょうか。

川村議長 森井保健福祉部長。

森井保健福祉部長 保健福祉部の森井でございます。

アピアランスケアにつきましては、がん対策基本法に基づき、第３期がん対策推進基本計

画で位置づけられております。がん患者の方が、外見の変化に起因する心理的苦痛を緩和す

るための対策が進められております。本市としましても、がん患者の方、また、そのご家族

の気持ちに沿いながら、がん治療に関する情報発信、また、そのケアに関する情報発信を行

っております。

川村議長

今、ご答弁いただきました第３期がん対策推進基本計画には、大きく４つの柱が掲げられ

ております。

１つ目にはがん予防、２つ目には、がん医療の充実、そして３つ目に、がんとの共生、そ

して４つ目には、これらを支える基盤の整備ということでございます。その中の、がんとの

共生で、現在の社会では、アピアランスや生殖機能温存などに対する相談支援、情報提供す

る体制が構築されていない、また、まだ十分ではないというような課題があります。私は、

これらに対する支援体制の構築が、今、求められているものと認識をしております。

これまでにがん患者ご本人やご家族など、アピアランスケアを必要とする市民の方々から

の相談というものは、市のほうにありましたでしょうか。また、現在どの部署が、どのよう

に対応をされていますでしょうか。

川村議長 森井保健福祉部長。

森井保健福祉部長 がん患者の方、また、そのご家族の方から、健康増進課にアピアランスケアの助

成についてのお問合せが数件ございました。がん患者ご本人のお気持ちなどをお伺いすると

ともに、相談などの対応を行っております。

川村議長

城市では、健康増進課が窓口になって、そして、しっかりと対応してくださっていると
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いうことであります。

さて、話が前後しましたけれども、がんで放射線治療をしていると髪の毛が抜けるなどの

副作用があったりとか、あとは、乳がんなんかで患部を摘出したりとかというふうなことが

あるわけであります。つらい治療を乗り越えようと、そうやって頑張っている患者ご本人、

それからご家族を支援しようということで、例えば、がん患者の方が再就職をして社会に出

ていくときに、ウィッグが必要になってくると。そういったウイッグであるとか、あるいは、

乳房の補正具などの補助金事業を行っている自治体が全国にあるというふうに、私もネット

等で調べて知っておりますし、また、聞いてはおりますけれども、現時点での奈良県及び県

内の他市の状況はどのようになっていますでしょうか。

川村議長 森井保健福祉部長。

森井保健福祉部長 国の第３期がん対策推進基本計画内において、がんとの共生を目的とする中に、

アピアランスケアの体制構築の推進が示されており、補助事業についても全国的に推進され

ているところであります。奈良県では、12市の中で、２市が補助金事業を実施されており、

検討中の市が１市ございます。

以上です。

川村議長

既に、今、お伺いしましたけれども、12市中２市がされていて、あと１市が検討中という

ことであります。インターネットですぐ取れるんですが、五條市なんかもアピアランスケア、

補助金事業のご案内ということで、読むことができます。ここも、こういった助成を行って

います。まだこういったことをやられている自治体の方が少ないということでありますけれ

ども、 城市におきましても、補助制度の研究、他市でどのようなことをやっているのか、

あるいは、法的にはどうかというふうなことも含めまして、導入の検討を要望したいという

ふうに思うわけですが、いかがでしょうか。

川村議長 森井保健福祉部長。

森井保健福祉部長 アピアランスケアにつきましては、まだまだ周知が行き届いていないのが現状で

ございます。がん患者の方、また、そのご家族の皆様のご意見などを伺いながら、周辺市町

村の対策方法など、調査研究を進めてまいりたいと考えております。

川村議長

ありがとうございます。先ほど、今、ご答弁がありました第３期がん対策推進基本計画で

も、これについては社会問題であるというふうに問題提起をされているところであります。

引き続き調査、そして研究、これをよろしくお願いをいたします。

今回、この国民スポーツ大会を契機とした新町運動公園の整備、そして、公共施設のバリ

アフリー化について、ご答弁をいただきましたが、阿古市長にも大変前向きなご答弁をいた

だきまして、ありがとうございます。ぜひともこの国民スポーツ大会をいい契機としたいと

いうふうなことを考えております。

以上をもちまして、私の一般質問、これで終わりたいと思います。このたびも皆さん、大

変丁寧なご答弁ありがとうございました。
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川村議長

ここで暫時休憩いたします。なお、午後２時10分から会議を再開いたします。

休 憩 午後２時００分

再 開 午後２時１０分

休憩前に引き続き、会議を開きます。

議長所用のため、私が代わって議長の職務を行います。よろしくお願いいたします。

１番、西川善浩議員の発言を許します。一問一答方式で行われます。

１番、西川善浩議員。

西川議員 皆様、改めましてこんにちは。お疲れさまでございます。西川善浩でございます。

ただいま議長のお許しをいただきましたので、一般質問をさせていただきたいと思います。

昨年の11月に議員の職を預からせていただきましてから、連続４回目の一般質問となりま

す。まだまだ本当、不慣れなところではございますけども、議員に与えられた、この一般質

問の機会を最大限に生かして、市民の皆様の声をしっかりと形に変え、市政に反映できるよ

うに訴えてまいりたいと思います。

今回の私からの質問については、２点でございます。

１点目は、本市の企業立地取組みについて、２点目は、運動部活動の地域移行についてで

ございます。

これより先は質問席にて行わせていただきます。

西川議員。

西川議員 改めまして、でございます。いつも私、ここに来てから、小ばなしを１つ言うんですけど

も、ちょっとインターネットの加減が、字幕も入るようになったのであんまり控えようかな

と思ってます。それと副市長がいつもあんまりくすっとも笑ってくれないので、早速、質問

のほうに入らせていただきたいと思います。

それでは、本市においての企業立地取組みについてということですが、本市にとって、新

たな企業誘致、また、既存企業の成長は、市の財政においても、安定的な税収確保や雇用の

促進をする上で、非常に重要な課題であると考えます。本市の第１次産業から第３次産業に

おける従業者数にあっては、残念ながら年々減少をし続けているところであり、大手メーカ

ーであるシャープについても大半の機能が市外に移ってしまっているという、そのような現

状でございます。 城市第二次総合計画にある政策目標の一つでもあります産業振興による

地域の稼ぐ力を実現していくためにも、注力をしていく課題の一つでございます。本市の特

徴でもある、豊かな自然や歴史で形成される農商産業や、京奈和自動車道や南阪奈道路を活

用した、大都市圏へのアクセスが良好で、その特徴を生かした商工業の発展を進めていく必

要がございます。御所市では、その特徴を生かし、県と協働で、今、産業集積地を計画し、

本年度から本格的に企業誘致を進め、令和６年度からの稼働を考えておられるというところ

でございます。

今、 城市においては、工業ゾーン内の、新村工業系ゾーンが、京奈和自動車道と国道24

号大和高田バイパスの優れた物流環境を活用して、奈良県との連携を深めながら、事業調査
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及び基本計画の策定を進めているところでございます。それに伴い、社会基盤の整備が必須

でございますので、道路拡幅工事にも着手をしているというところでございます。今後は更

にほかの地域、例えば山麓線や南阪奈道路の優れた環境も活用され、インターチェンジのと

ころ、にぎわいを創出するような、こういう企業誘致をされていくことも、考えるところで

はございます。しかしながら、昨今の経済情勢を見ましたら、コロナウイルス感染症拡大の

影響や急激な物価高も重なって、近年例を見ない厳しさとなっており、先行きが不透明な状

況でありまして、企業にとっては、このような中で、新たな企業進出や、既存企業の設備投

資にあっても、二の足を踏まざるを得ない、そんな状況が続いているところでございます。

阿古市長の施政方針でもございました、産業振興による地域の稼ぐ力の向上を実現するた

めには、さらなる行政支援が必要であり、そのための制度設計を早期に実現していく必要が

あると考えているところでございます。産業といっても多くの分類がございますけども、今

回の質問に関しましては、主に２次、３次産業に当たる比較的大きな用地を必要とする工場

などの立地に絞って質問をしていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。

まずは、本市において、都市計画法から考える企業立地の要件や制限を教えていただけま

すでしょうか。

安川都市整備部理事。

安川総務部理事兼都市整備部理事 都市整備部、安川です。よろしくお願いします。

城市において、大規模工場を立地する場合についてでございます。主には市街化区域の

用途地域で定める準工業地域や工業地域、また、市街化調整区域では、奈良県の提案基準に

よるインターチェンジ周辺等における特定流通業務施設、または工場や、工業系ゾーンに位

置づけられた区域内の工場として、工場が立地されることになります。これら主な立地要件

でございますが、市街化区域の準工業地域では、危険性、環境悪化が大きい工場以外の建築

が可能な地域です。工業地域では、どのような工場でも建築可能な地域です。

次に、市街化調整区域でのインターチェンジ周辺等における特定流通業務施設または工場

の立地要件ですが、 城市では、南阪奈道路、 城インターチェンジ及び大和高田バイパス

と、国道24号線との交差点である東室交差点から半径１キロメートルの範囲で、現在及び将

来の土地利用上支障ない区域に立地を図る特定流通業務施設または工場とされております。

また、工業系ゾーンに位置づけられた区域内の工場の主な立地要件としましては、道路幅員

が車両の通行の支障のない幅員であること、申請土地面積が5,000平方メートル以下である

こと等となっております。

以上です。

西川議員。

西川議員 ありがとうございます。今、ご回答にあったように、工場などの比較的大規模な事業所を

立地する場所とすれば、基本的には 城市内にある２つのインターチェンジ、東室のインタ

ーチェンジと 城のインターチェンジ、これの１キロメートル圏内のエリアであるか、 城

市南部地域の工業、これは市街化区域の工業、及び準工業地域と、それの近くの工業系ゾー

ンということで理解をいたしました。もちろん、 城市にはいろいろな地場産業があります
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ので、その分類については、上記以外のエリアでも、立地が可能というようなところもあり

ますけども、今のご回答は、もう少し広い職業分類について当てはまるところの回答であっ

たと思います。

それでは、引き続いて農地法による制限はございますでしょうか。

早田産業観光部長。

早田産業観光部長 産業観光部の早田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

私のほうからは、農地法上の制限について、企業立地取組みに関連する点でお答えいたし

ます。基本的に農地では農業以外の事業を行うことはできません。農地法第４条及び第５条

においては、農地転用とそれに伴う権利移動の制限が規定されています。特に、市街化調整

区域においては、農地転用に当たって知事許可を取得する必要があります。知事許可を得る

ためには、更に農地法に規定されている要件を満たす必要があります。その要件の中でも特

に重要であるのが、農地区分でございます。農地区分には４種類あり、甲種農地、第１種農

地、第２種農地、第３種農地とございます。この農地区分によって許可の是非に係る判断が

異なります。第３種農地であれば、許可可能、第２種農地であれば、代替地がない場合に限

り許可可能、第１種農地及び甲種農地については、原則不許可となっています。

なお、これらの農地区分は、その時点の周辺施設等の状況により変化し得るものでありま

す。例えば、申請地から一定の距離に教育施設や医療施設等が新しく建設された場合や、新

たに交通量の多い道路により、農地が分断された場合などが挙げられます。今回の質問で挙

げられている、新村工業系ゾーンについては、さきに述べた農地区分のうち、第１種農地に

該当すると考えられます。

以上です。

西川議員。

西川議員 ありがとうございます。新村工業系ゾーンについても言うていただいて、今、ご回答あっ

たところでございます。この国土において、第１次産業でございます農林業にあっては、や

っぱり国策ですので、安定的に作物を確保していく上で、本当に大変重要なことである上、

この農地法によって無計画に田畑を転用をしていくことに関して、かなり厳しく規制をかけ

られておるというところでございまして、もちろんそれは本市にあっても例外ではございま

せん。

ただいまご回答で、新村工業系ゾーンにあっては、第１種農地というところであります。

かなり厳しい、原則不許可というところでございますけども、どういった要件をもって、第

１種農地を解除できるのでしょうか。

早田産業観光部長。

早田産業観光部長 第１種農地などの農地区分は、申請地ごとに法規に基づいた観点から判断される

ものであり、解除という言葉は当てはまりません。そのため、それぞれの農地区分に判断さ

れる基準の一例をご紹介させていただきます。

まずは、第３種農地についてです。第３種農地は、農地法施行令第７条で規定されており、

市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地とされています。複数ある要
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件のいずれかに該当すれば、第３種農地と判断されますが、具体例を１つ挙げますと、おお

むね300メートル以内に、鉄道の駅、高速道路の出入口、または市役所等の施設が存在する

区域内の農地となっております。

次に、第２種農地は、農地法施行令第８条で規定されており、市街地化が見込まれる区域

内にある農地とされています。こちらも具体例を１つ挙げますと、住宅、事業用施設、公共

施設等が連たんしている区域に近接する区域であって、その規模がおおむね10ヘクタール未

満の区域内の農地となっております。

次に、第１種農地は、農地法施行令第５条で規定されており、良好な営農条件を備えてい

る農地とされています。こちらも具体例を１つ挙げますと、おおむね10ヘクタール以上の規

模の一団の農地の区域内にある農地となっております。

次に、甲種農地については、農地法施行令第６条で規定されており、こちらも具体例を１

つ挙げますと、いわゆる面的整備の特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地のう

ち、当該工事の完了した年度の翌年度から起算して８年を経過したもの以外の農地となって

おります。それぞれの要件が別々の観点で定められているため、重複して該当する場合もあ

りますが、その際は、優先順位に従って、いずれかの農地区分で判断されます。

なお、このたびの質問にございます新村工業系ゾーンについては、現時点では、第１種農

地と考えられますが、例えば、交通量の多い２車線道路が整備され、おおむね10ヘクタール

以上の一団の農地がおおむね10ヘクタール未満になるなど、将来的に周辺の農地や公共施設

の状況の変化により、違う農地区分に変化することはあり得ることとなります。

以上でございます。

西川議員。

西川議員 ありがとうございます。私、解除と言いましたけど、解除というのはちょっと言葉的には

おかしいというところでございます。その周りの環境が変化していって、それが、農地が、

その区分が変わるというところでございます。今、具体的な例を挙げていただきまして、甲

種農地、第１種農地から第３種農地まで、それぞれの要件で農地区分が変わるということ、

理解をいたしました。今般の、この新村工業系ゾーンは、現時点では第１種農地であるとい

うことでございます。この農地区分が変化、変わる要件の１つに、交通量の多い２車線道路

というのがございました。これについては、恐らくは、今現在実施されておる市道新町・柳

原線の道路拡幅事業であると思うんですけども、その進捗及び見通しについては、どうなっ

ておりますでしょうか。

安川都市整備部理事。

安川総務部理事兼都市整備部理事 新町・柳原線道路改良工事の進捗についてでございます。道路部

分の改良工事は、４年程度要します。その後、渡場大橋を架け替える工事につきましては、

３年ぐらいを要します。最後に橋梁の取り合いの交差点工事を実施します。工業系ゾーン活

用に係る部分の事業の完了時期は令和８年度を予定しております。

西川議員。

西川議員 ありがとうございます。令和８年度には工業系ゾーンに係るところの道路整備は、そのペ
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ースで今進められておるというところでございました。これについては県道整備との兼ね合

いもあると思いますので、ここについてしっかりと連携を取って、早期に、予定どおりに実

現をしていくようにお願いをいたします。あと、今、新村工業系ゾーン、産業用地創出に向

けて、今、基本計画というのを進めておられると思うんですけども、この本年度の予算にお

いてもその事業について議会で可決をしたわけでありますが、この進捗というのはどのよう

になっておりますでしょうか。

早田産業観光部長。

早田産業観光部長 新村工業系ゾーンの基本計画進捗についてお答えいたします。商工観光プロモー

ション課では、奈良県の企業立地推進課等と協力しながら、産業用地の創出に向けて、基本

計画の策定事業を進めております。８月25日に公告を行い、９月末にプロポーザル方式によ

り業者を選定、10月より業務が開始される予定です。基本計画の策定におきましては、県の

企業立地推進課をはじめ、県土利用マネジメント室や本市の都市計画課、建設課、農林課、

歴史博物館、上下水道部などとも調整を行い、地元及び市にとって最適な事業手法を検討す

るような業務内容を定めました。今回の業務に関しましては、奈良県の令和４年度産業用地

促進補助金の交付が決定しており、２分の１の負担で実施いたします。今後、この基本計画

を基に、様々な検討を重ね、産業用地の創出に向けて取り組んでまいります。

西川議員。

西川議員 了解いたしました。冒頭でもお話しさせていただいたように、近隣では御所市で行われま

す、この産業集積地がありますし、相乗効果を考えるなら、やっぱりそれも見据えてしっか

りと計画を行って整備というものを進めていただきたい、そのように思っております。

それでは、今、 城市においての企業立地に関しての実績についてお伺いをしていきたい

と思います。工業系ゾーン、今は新町工業系ゾーンと薑工業系ゾーンというのがあります。

これにおける５年以内での立地実績及びインターチェンジ１キロメートルエリアの圏内の立

地実績を教えていただけますでしょうか。

安川都市整備部理事。

安川総務部理事兼都市整備部理事 工業系ゾーンにおいて、過去５年以内での工場立地の実績はござ

いません。また、インターチェンジ１キロメートルエリアでの工業立地の実績でございます

が、南阪奈道路、 城インターチェンジ周辺で４企業の立地が、また、東室交差点周辺では

４企業の立地実績がございます。計８企業の立地実績となっております。

西川議員。

西川議員 その中で、新たに 城市において来られた企業というのは何社ありますでしょうか。

安川都市整備部理事。

安川総務部理事兼都市整備部理事 立地実績のあった８企業のうち、市外からの新規企業は１社とな

っております。

以上です。

西川議員。

西川議員 ありがとうございます。現在、 城市にあるこの２つの工業系ゾーン、新村工業系ゾーン、
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薑工業系ゾーンについては、立地実績がないということです。これについては、都市計画の

マスタープランにあっても、地域産業の活性に資する事業者の誘致、育成を図るとなってお

るのにこれ、実績がゼロというのは、 城市の都市計画上において本当に大きな課題である

んじゃないかと考えております。もちろん、この県条例においてこのインターチェンジを利

用した企業立地については、物流の観点で考慮されておるところでございます。企業にあっ

ては、条件が合えば、本当に魅力的な活用の仕方になると考えておるんですけども、本市に

おいては工業系ゾーンにしっかりと誘致をしなければならないと考えているところでござい

ます。

また、ご答弁にもありました、新たに 城市に来ていただいて、企業立地していただいた

割合が、本当に少ないと感じておるというところでございます。既存の企業にあっては、事

業の拡大とか、建物の機械の更新、減価償却とか、もう法定耐用年数とかが、過ぎられて、

やっぱり建替えとか移転とかを考えてのことで立地をされたかなと推測をされるわけでござ

いますけども、このような、本当に、同じような、悩んでおられる業者というのは市内にも

本当に多くございます。新たにこの 城市に来ていただける企業はもとより、既存での、本

市内での移転を考えている企業にあっても、本市独自の優遇制度があっていいんじゃないか

なと、私は考えているところでございます。

奈良県にあっては、企業立地促進の観点から、平成29年に、地域未来投資促進法に基づき、

事業者に対する支援メニューが設けられております。そこでお伺いをいたします。地域未来

投資促進法、未来法の概要及び、それに基づいた奈良県においての取組みを教えていただけ

ますでしょうか。

早田産業観光部長。

早田産業観光部長 地域未来投資促進法の概要についてお答えします。地域未来投資促進法では、経

済活性化及び雇用の場の創出を図るため、地域の特性を生かした成長性の高い事業が生み出

す経済的効果に着目し、地域経済における稼ぐ力の好循環を実現させることを目的として、

強みのある事業を行う民間事業者等に対して支援を行うものです。企業立地の分野における

奈良県の取組としましては、奈良県地域未来投資促進基本計画に基づく事業として、令和５

年３月31日までの間に事業が開始となり、高い付加価値を創出すると認められ、地域におけ

る経済的効果が見込まれた、地域の特性を生かした成長性の高い事業を地域経済牽引事業と

することにより、法人税等の減税処置及び不動産取得税の課税免除などの税制優遇や、日本

政策金融公庫による融資制度などの金融支援などの支援メニューの活用が可能となっていま

す。

西川議員。

西川議員 ありがとうございます。この地域未来投資促進法は、従来の企業立地促進法というものの

改正法でありまして、平成29年に定められた法律でございます。より地域の成長の発展の基

盤を強化するために政策資源を投入していこうと、そのような内容の法律の立てつけになっ

ております。ご答弁にもありました、奈良県のこの支援メニューにおいては、地域経済牽引

事業者というものに認定をされれば、県内39市町村同じようにその優遇制度の優遇を享受で
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きるものとなっております。

先ほど税制優遇の中で不動産取得税の課税免除というのを挙げていただきました。それと

もう一つあるんですけど、この税制優遇には固定資産税の減免措置というものが、この地域

未来投資促進法の中でもございます。これについては、固定資産税については、市町村税に

当たりますので、それぞれの市町村が条例を制定していないと、基本的には、なかなかこれ

を活用することは、難しいんかなというところでございます。固定資産税の収入は、市にと

っても安定的な税収の確保になりますので、本来は、減免することというのは市の財政を圧

迫する、そのような懸念もございます。しかし、この地域未来投資促進法の活用をしたら、

奈良県から先ほど、優遇のメニューをつくってもらえる、そこに乗っていけば、課税免除、

また、不均一課税をした市町村に対して、３年間にわたってその減収額の４分の３を、地方

交付税において 城市のほうに補てんをしてくれるということになっております。

ほかの市町村においてもこれを活用しているところというのは多くあります。また、市町

村独自のメニューとして、奨励金制度や融資制度などを定めておられるところがほとんどで

ございます。

そこでお伺いをいたします。県内市町村において、独自の優遇制度を実施しておられるの

は、どれだけありますでしょうか。また、 城市における独自の優遇制度というのはござい

ますでしょうか。

早田産業観光部長。

早田産業観光部長 県内の独自の優遇制度を実施している市町村についてお答えします。県内の独自

の優遇制度を実施している市町村は、税制優遇につきましては16団体、奨励金等につきまし

ては23団体、融資につきましては、 城市を含めて８団体となっております。近隣市の状況

としましては、大和高田市と香芝市は奨励金等と融資、御所市は税制優遇と奨励金等を行わ

れています。多くの自治体は、１つあるいは２つの優遇制度を実施されており、３つとも行

われているのは奈良市のみとなっております。

次に、 城市における取組についてお答えします。独自の優遇制度としましては、中小企

業融資において、運転資金や創業資金などの制度融資を行っております。

西川議員。

西川議員 ありがとうございます。 城市においては制度融資の方は行われていると、これも承知を

しておりますけども、私が調べましたところ、この県内12市あるうち 城市のみが、企業立

地促進のための奨励金制度や税制優遇というものを設定されていないという実情でございま

す。奨励金の額とか条件とかについてはそれぞれ異なってはおるんですけども、どこの市に

も大体あるのが、固定資産税の投下額に対して、何かしらの措置、優遇するということとか、

これについては、奨励金として出されているか、減税の措置でやられているかの違いはあり

ますけど、ほとんどの市で行われておるところでございます。

また、もう一つ、大方やられているのが、市内在住の雇用を促進をする目的において、雇

用促進奨励金というのを定めておられます。そのほかにおいても、昨日からの質問でもあり

ましたように、水害とかが多いので、治水対策、企業が来ていただいたら、そこで、開発す
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るときに1,000平方メートルを超えたら、調整池というのを必ず設けるというところがある

んですけど、それにプラスアルファして、治水をできる施設を造ったら、奨励金、 城市か

ら補てんしますよとか、そういうこともされているところもありますし、いろいろあるんで

す。遺跡が多いところでしたら、埋蔵文化財の発掘とかに来ていただいたら奨励金を出すと

か、そういうこともあるし、阿古市長もゼロカーボンシティ宣言をされましたので、自然環

境面、自然エネルギーの活用を、太陽光発電とか、そういうのを取り入れたら奨励金を出す

とか、そのような地域とか施策に応じた独自のメニューというのを用意されているところも

ございます。

そこで市長にお伺いをいたしますけども、今までるる申し上げてきたんですけど、この本

市の企業立地促進に対する実情について、及び、これから本市独自の制度設計に取り組んで

いこうという、そのようなお考えはございますでしょうか。

阿古市長。

阿古市長 城市が採用していない支援措置といたしましては、課税免除と奨励金の交付が挙げられ

ます。減免措置につきましては、国の告知に沿った減税対象の選定と、条例の制定が必要と

なりますが、減収となった税収に対して、交付税措置として４分の３の減収補てんが見込め

ます。一方の奨励金につきましては、要綱の制定のみで施行が可能ですが、国からの減収補

てんはございません。財政と協議を進めて、よりよい方法を検討してまいりたいと考えてお

ります。 城市は、現状でははじかみ工業地域において土地の空きが全体の3.66％しかなく、

企業や奈良県から打診があっても、断っている状況になっているため、今のところ追加の優

遇措置は考えておらないところでございます。しかし、今現在、工業系ゾーンの第１種農地

からの変更をやろうとしておるわけなんですけども、新たな産業用地の開発に向けて、優良

企業の誘致を積極的に行うべき、財政との協議を進めて、優遇制度も設置に検討を重ねてい

きたいと考えております。

以上でございます。

西川議員。

西川議員 今、薑の工業系って、工業地域において３.何％しか、今、空いてないということと違い

ますか。ですね。だから、工業系ゾーンの話じゃなくて、今、市長、３.何％と言わはった

んは、工業地域の話やと思いますねんけど。その辺はごっちゃにならんようにしてもらいた

いと思っています。ほんで、なんせ、せやから、今、薑工業系ゾーンも新村工業系ゾーンも

今、ゼロなんです、言うたら、来てもらっているところがね。ほかの市では、もうこうやっ

て、ばっと優遇制度一覧でざっと出てて、 城市はこれがないんですよ、これ。白紙、ここ

ね。やっぱりこれは、市長は多分トップセールスで行かなあかんと思って今、話をしている

んですよ。だから、例えば企業のところに、言うたら、ＰＲしに行くにしても、こういう優

遇制度がきっちり整備されていますよというのと、武器も何も持たんと行くのとでは、やっ

ぱり市長のものすごいトップセールスの営業能力があればまた、それはまた違うのかもしれ

ませんけど、ほかの市でもやられていることは、やっぱりうちの 城市でもできるんじゃな

いかなというところで思っておるわけでございます。それはちょっと検討していただくとい
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うことなんですけども、これ、ぜひともやっていただきたいと思っています。こうやってぱ

っと見たら、何かほんまに、この12市のあるうち、１市だけが、 城市だけがないのはちょ

っと何か、あれかなと思っておるんですけど、そこをもう一つ、市長の言葉から力強い方針

を出していただけないかなというところでございますけど、どうですか、市長。

阿古市長。

阿古市長 議員にお答えいたしましたように、現在 城市においては、工業系ゾーンの用地確保をし

ようとしております。それができた段階での、誘致等につきましての優遇措置は考えていき

たいと考えておりますが、今現在、誘致しをしておってもなかなか工業用地を実際に 城市

としては確保できないという現状がございます。ですので、まず、そちらのほうをクリアに

した状態で、令和８年度に向けて、必要であれば、優遇措置等は検討してまいりたいと考え

ているところでございます。

西川議員。

西川議員 それは工業系ゾーンについてもうそうなんです。この優遇制度というのは、先ほども言う

たように、 城インターチェンジ付近で建てれるところの企業もございます、もちろん。そ

こだけの、工業系ゾーンだけで使えるメニューではないんです。せやから、一刻も早く、や

っぱりこの制度をちょっと検討に入っていただいて、やっぱり 城市に行きたい、もうどこ

の市町も、言うたら、ここの道路、アクセス、ここがええよというのはもう言うているんで

す。言うてはりますよ、どこも、もうみんなそれですわ。せやけども、 城市はやっぱりそ

こでほんだら何をＰＲしていくかというたら、まず同じ土俵に乗らなあかんのと違うかとい

うことで、僕は、今、提案をさせていただいているというところで、その辺、阿古市長、も

うちょっと積極的に考えていただけたらというところでございますので、どうぞよろしくお

願いをいたします。もういいです。

それでは、引き続いて質問をさせていただきたいと思います。６月の本会議でも質問をさ

せていただきました部活動の地域移行についてですけども、その際にも提案していただいた

ように、まずは、行政、教育、体育協会、スポーツ少年団、民間スポーツクラブなどを交え

て、協議をしていくことが必要というふうにお話をさせていただきました。この運動部活動

の地域移行について現在の進捗というのはどのようになっておりますでしょうか。

西川教育部長。

西川教育部長 教育部、西川です。よろしくお願いいたします。

ただいまの質問にお答えいたします。生徒にとって望ましい持続可能な運動部活動と学校

の働き方改革の両立を実現していくために、休日の運動部活動から段階的に地域移行を行う

ことを目的に、まずは令和３年度には、地域移行に関する実践研究を102市区町村において

実施され、様々な受け皿があったことが報告されております。さらに、スポーツ庁と文化庁

の有識者会議の提言により、令和５年から令和７年までを地域移行に向けた改革集中期間と

して設定され、それを受けて、自治体におきまして、休日の部活動移行実現に向けて、具体

的な取組やスケジュールを定めた推進計画を策定していく必要がございます。本市におきま

しても、段階的な実施に向けまして、協議会を設置し、受け皿等の環境整備、指導者の確保



－132－

等、本市の実情を鑑みての様々な課題の洗い出し、検証が必要であると考えておりますが、

まずは、協議会設置に向けた準備室を設置し、検討を重ねていきたいと考えております。

西川議員。

西川議員 ありがとうございます。協議会設置に向けて動き出していただくということで、理解をい

たしました。本当にこれについては、国の方針でもございますし、期限というのも定められ

ておるところでございますので、今年度内にはほんまにできるだけ設置できるように、早急

にお願いをいたします。そこで、この協議会を進めていく上で、現在、この 城市には部活

動の地域移行の受け皿になり得る可能性がある民間のクラブというのはございますでしょう

か。

西川教育部長。

西川教育部長 現在スポーツクラブ 城には17のクラブ教室がございます。また、指定管理でお願い

しているスポーツクラブの体力づくりセンターもございます。スポーツ少年団は16団体ござ

います。野球やバスケットボール等の各種活動が行われております。今後指導者の育成、運

動施設の確保等も検討課題の一つと考えており、調査してまいりたいと思います。

西川議員。

西川議員 ありがとうございます。先日、私、東京霞が関のほうまで足を運ばせていただいて、この

課題について、スポーツ庁地域スポーツ課長という、まさに今、取り組んでおられる方と意

見交換をさせていただきました。その際、板橋理事が、前の僕の質問ときにおっしゃってい

ただいた、国や県から具体的な方針とか通知がないので、市としても施策に至っていないと

いうことを率直に言いまして、そういうことで困っているんやということでお話をさせても

らいました。そのときの言葉で、地方自治体に対しては、国からの指針や通達というのは次

年度の今、概算要求が出されておるので、出し終わったんですけども、もう間もなく示され

るということを聞いてきました。早速、先週、メールで課長のほうからいただきまして、そ

れをもう教育部長のほうにも、お渡しをさせていただいているということでございます。

令和５年度における地域移行についてだけ、少し、その概算要求の話、国の動きを少し話

しますと、地域スポーツクラブ活動体制整備事業というのがありまして、これについては、

101億9,318万2,000円というのが、要求でつけられておりまして、これは前年度の予算額の

７倍ぐらいの規模となっておるということでございます。また、その事業内容についてなん

ですけど、この運動部活動の地域移行に向けた支援として、これは新規で、新規の事業とし

て、今、予定をされているやつなんですけど、地域移行に向けた、支援のできるコーディネ

ーターを、各市町村に全て配置をするというようなこととか、あとは、部活動とその地域の

スポーツクラブの間を取り持っていただく役、そういうのを、この事業の予算につけられて

いるというところでございました。

あと、ほかの支援としましても、運営団体実施主体の整備充実や、指導者支援の体制整備、

参加費用負担への支援という、今まで部活でやられてたお子さんとか保護者の方々について

は、言うたら地域のスポーツクラブに行くには会費がやっぱりかかりますので、その分を支

援をしていこうかというようなことも要求の中に入っているということでございました。ま
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た、それに伴って、この事業スキームとか活動体制の例というのも示されておりました。

この課題については本当に地域によって、事情が違いますので、まずは何度も申し上げる

とおり、協議会の設置というのを行っていただき、国からの支援もしっかりと享受しながら

進めていっていただきたいと強く強く要望して、私からの全ての一般質問を閉じさせていた

だきたいと思います。いろいろとありがとうございました。

西川善浩議員の発言を終結いたします。

次に、８番、奥本佳史議員の発言を許します。一問一答方式で行われます。

８番、奥本佳史議員。

奥本議員 皆さん、こんにちは。奥本佳史でございます。議長のお許しを得ましたので、一般質問を

始めさせていただきます。

平成26年に、国において、東京一極集中を是正し、地方人口減少に歯止めをかけ、日本全

体の活力を底上げする地方創生政策が発表されました。その一丁目一番地の施策として、ま

ち・ひと・しごと創生法が閣議で決定されております。これに伴い、地方公共団体自らが地

域の実情に応じた、地方版総合戦略を策定することとなり、 城市も、平成28年３月に、第

１期 城市総合戦略、令和２年３月に、第２期 城市総合戦略を策定し、まちづくりの最上

位計画となっています。今回の一般質問では、社会情勢が大きく変化していく中、突き抜け

たアイデアとブレークスルーが、本当の意味で新たなまちをつくっていく起爆剤になるとい

う考えの下、懸案である旧社会教育センター跡地の利活用を含めた、一風変わった提案を行

っていきたいと思います。

では、これよりは質問席に移って続けますので、よろしくお願いいたします。

奥本議員。

奥本議員 それでは、よろしくお願いいたします。

まずは、具体的に提案に入っていく前に、私を含めて多くの人が感じているであろうこと

について伺いたいと思います。何かと申しますと、旧當麻町と旧新庄町の２町が合併して、

城市となり、今年で18年目を迎えました。当初掲げた様々な計画は、いまだに足踏みして

いるものも少なくありません。特に、公共施設のファシリティマネジメントを進める際によ

く聞こえてくる、旧新庄、旧當麻というこういった言葉、旧町時代の意識を引きずっている

考え方が、いまだに多いことに驚いております。私は 城市で育ちましたが、学生時代以降、

20年弱を他府県の自治体で過ごした経験があります。この生まれ故郷の當麻町に帰ってきて

すぐに 城市となったわけなんですけども、ずっと 城市に住み続けていらっしゃる方に比

べて、ある種、冷静に行政の姿を見ております。

そのような状況で気になっているのが、先頃にも発表されましたが、 城市の人口と世帯

数の資料などに見られる大字の並び順なんです。何でこれ、五十音順でないんだろうか。素

朴な疑問なんです。恐らく旧町時代の名残で、これまで疑問に思う方が少なかったのかもし

れませんけども、私のように、一度ほかの自治体に住んだ者とか、新たに 城市に転入され

てきた方々にとっては、この並びというのは理解に苦しむと思うんです。非常にささいなこ

となんですけども、こういったところに、知らず知らず、旧町の色分けが残っており、市民
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の中に無意識に、旧新庄、旧當麻という枠組みが残り続けることで、行政の施策を行うに際

しても、旧町のどちらかが優先されるのではないかと、そういう比較意識につながっている

のではないかと思うんです。２町が合併して生まれた子どもは、今年で18歳、成人なんです。

その子たちの意識の中には、旧新庄、旧當麻というのはなくて、 城市なんです。そういう

単一の行政の意識を持っている方が、今後、割合がどんどん増えてまいります。これから真

に１つの 城市という自治体の姿を、まちづくりをつくっていくのは、やはりそういった

方々です。そういう意味で、この旧町のしがらみというところは、できる限り今後、払拭し

ていくほうが、今後のまちづくりについてプラスになるんではないかと考えるわけなんです

けども、こういう細かいことに、やっぱり気を配っていく必要があると私も思うんですけど

も、この点についてまず、どう思われますか。

高垣企画部長。

高垣企画部長 企画部、高垣です。よろしくお願いいたします。

ただいまの奥本議員のご質問にお答えさせていただきます。旧新庄、旧當麻という表現が

いまだに残っているということについては、認識しております。 城市に自治会としての具

体的な定めはございませんが、まちを示す単位としては、 城市には44か所の大字がござい

ます。それぞれの大字には特徴や特色があり、それが集合体となり、 城市が成り立ってい

るものと考えております。過去には、 城市としては、看板などについては、旧町の表示を

なくし、町から市になったことを市民に意識を持っていただけるような取組も行ってまいり

ました。奥本議員おっしゃいました、大字の表示順の変更につきましては、行政内部のシス

テム上の改修作業が発生する問題もあります。また、大字の区長にもご意見を伺う必要があ

ると考えます。いまだに旧當麻、旧新庄という言葉が出てくる背景に何があるのか、例えば

それが悪い意味で使用されている場合には、それを改善できるように取り組む必要があると

考えます。

奥本議員。

奥本議員 この旧新庄、旧當麻というフレーズなんですけども、今、今回進んでおります當麻庁舎の

除却の際にもよく聞いた気がします。平成の大合併のときは、表向きの理由として、地方へ

の権限と財源の移譲と言われておりますけども、実際には、今後の人口減少局面を見据えた

行政事務の効率化にポイントが置かれております。 城市では、現状で人口が微増にとどま

っておりますけども、国の人口動態の基本データである国立社会保障・人口問題研究所のデ

ータによりますと、将来的に 城市においても、人口減の局面に入っていくのは確実になっ

ております。となると、避けて通れないのが、スリムな行政運営であり、中でも、維持に莫

大な費用がかかる公共施設をどうするかという、避けて通れない問題が待ち受けております。

このとき、旧町の意識というのが、あまり引きずり過ぎると、やはりその辺り、うまくまと

まっていかないのではないかと思いますので、今後、適切な対応を、できたらお願いしたい

と。その當麻、新庄という意識は、やはりふるさとを大事にするというところにもつながっ

て、大事なんですけども、市の将来設計という意味で、マイナスというのは出てくるとやっ

ぱりメリットにはなりませんので、その辺りはうまく払拭できるように、それはお願いとし
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て置いておきます。

ここで、若干話が横道にそれるんですけども、この将来的な、公共施設をどうするかとい

うことについて、参考となる資料を紹介したいと思います。内閣府がまとめる地方公共サー

ビス改革の取組事例、これの平成27年９月の資料に紹介されているのが、さいたま市です。

このさいたま市、公共サービスの基本として、２つの三原則、そしてそれぞれに３つの施策

を制定しています。紹介しますと、１つ目の三原則、これはハコモノ三原則、内容として、

１つ、新規整備は原則として行わない。総量規制の範囲内。２つ目、施設の更新、あるいは

建替えは複合施設とする。３つ目、施設総量（総床面積）を縮減する。具体的に60年間で

15％。２つ目の３原則として、インフラ三原則を挙げています。内容は、長寿命化を基本と

し、１番目、現状の投資額、これは一般財源を維持する。２番目、ライフサイクルコストを

縮減する。３番目、効率的に新たなニーズに対応するというものです。

城市の公共施設等総合管理計画や公共施設マネジメント基本計画、當麻複合施設整備基

本計画等がありますが、残念ながら、これほど簡潔で分かりやすくはありません。公共施設

の総量を縮減する議論においては、様々な意見が寄せられ、検討する膨大な時間と労力が必

要となりますが、さいたま市のように単純化することも、１つ参考になるのではないかと思

います。

話を戻しまして、今回の私の一般質問は、この公共施設の再編という考え方を社会教育セ

ンター跡地の利活用に絡めて、それこそ、複眼的な視点からのまちづくりを提案するもので

す。私は過去の一般質問において、道の駅周辺エリアを地域活性化の拠点として整備する提

案を複数回行ってまいりました。特に、 城市が直面する事業系税収の減収を補う効果も得

られる、道の駅を核とした関係人口の創出と、その経済効果を総務省の示す計算式に当ては

めて、具体的な試算を行い、にぎわいと経済活性化の拠点とする提案、そしてまた、社会教

育センターの跡地活用策としては、Ｐａｒｋ－ＰＦＩの手法による民間事業者主導による敷

地全体の再整備事業や、国の整備事業に沿ったサテライトオフィスの設置や、ＩＣＴ企業の

誘致を提案してまいりました。これらの提案に加え、今回の提案は、さきに申しました公共

施設の再編、具体的には、庁舎の移転を含めたまちづくり、そして地域活性化の拠点として

の整備という提案です。非常に突拍子もない案に聞こえるんですけども、これから順を追っ

て説明してまいります。

その前に、まず、庁舎機能を持った施設の整備についての、これまで行われてきた協議の

状況について確認しておきたいので教えてください。

高垣企画部長。

高垣企画部長 企画部、高垣です。よろしくお願いいたします。

現在のところ、庁舎機能を持った施設の整備につきましては、方針などについては決まっ

ておりませんが、本年７月に策定した複合化施設整備基本方針には、新庄庁舎の更新を迎え

る時点では、基本的には庁舎を１つに、を念頭に、再配置を検討する段階に至っております。

奥本議員。

奥本議員 庁舎については、既に旧當麻庁舎が解体に入っておりますが、将来的には庁舎を１つに再
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配置の検討をされているということですので、これを前提に話を進めてまいります。

それでは、旧社会教育センターの利活用を考えていく上での論点を今回、５段階で整理し

てみました。これを順に追って説明してまいります。

この５段階とは、まず、１段階目として現状の認識。次に、２段階目として、課題の認識。

続いて３段階目として、仮説の設定。それから４段階目として、それの検証。そして最後に、

その提案ということで、この５段階に沿って説明してまいります。

まず、社会教育センターの利活用を考えていく上での、１段階目の現状認識、これを挙げ

ていきたいと思います。

まず、全ては網羅できないんです。主な点だけです。まず１番目、県がセンターの運用を

停止した。２番目、それに伴い、センターが無人となった。３番目、 城市から県の施設が

なくなった。これが今の現状です。

そしたら、この現状認識を踏まえて、次の２段階目の課題の認識はどこにあるのか。特に

この課題に関しては現状の法律や制度が定めるルール等、すぐに解決できない点を主に挙げ

てみました。これは５点あります。

まず、１番目、県有財産であるがため、 城市単独で処理できない。２番目、市街化調整

区域にあり、用途転換が難しい。３番目、現状では活用方法が限られている。４番目、利活

用に関する費用、コストをどう捻出するか。最後に、地元からも要望がありました、防犯上

の懸念が発生している。大きくこの５つが、現状の課題として認識されているのではないか

と思います。

そして次に、次の３段階目として、これを仮説の設定として、どういった解決策が有効で

あるかを考えてみました。これも５つあります。

まず、１番目、当然のことながら、県の施設なので、県への活用提案。これは荒井知事が

城市に対して従来から求められておりました 城市からの活用提案です。２番目、奈良モ

デルにのっとった、県も市もウィン・ウィンとなる提案。３番目、 城市の将来設計である、

まちづくりに寄与する提案。４番目、当然市民にとってメリットとなる提案。５番目、地域

の活性化の拠点につながる提案。大きくこの５つが考えられると思います。

そして次に、４段階目として、検証として、この仮説設定が可能かどうかを考えていきた

いと思います。最後の５段階目については、後ほど述べますけども、まず、４番目の検証を

進めてまいります。

まず、検証の１番目、市街化調整区域の用途変更について。まず、用途変更は、県の所管

ではありますが、１つヒントがありました。奈良県発表の県有資産の売却等の状況について

の最新データ、これ、今年の４月１日に発表されております。それによりますと、県有資産、

売却されたリストの中で、市街化調整区域であっても、行政施設や教育施設、病院に転用さ

れる事例が非常に多い。つまり、こういった用途への変更は比較的、用途変更のハードルが

低いものと考えられます。

そして検証の２番目、これ、株式会社大和総研の調べによる資料なんですけども、同じ状

況を全国の自治体でひもといた場合、時代の変化によって、存続が難しくなったハコモノや
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商業施設、ホテルや研修施設、それをコンバージョンすることで、庁舎整備する事例が散見

されます。新しく庁舎を建設するのに比べて財政負荷を小さく抑えています。さらに、これ、

加えて、耐震性や間取りに難がもしあるんであれば、當麻文化会館の複合化で提案されてい

るようなリファイニングという手法も、有効となると思います。また、整備費用に関しても、

民間資金や民間のノウハウを活用する方法、ＰＰＰ／ＰＦＩの手法、特定目的会社ＳＰＣに

よる公的不動産活用など、様々な資金の調達方法があります。

そして、次、検証の３番として、奈良モデルにのっとった、さっき言いました県と市がウ

ィン・ウィンになる提案、奈良モデルとの親和性について述べていきたいと思います。ご存

じのように奈良モデル、荒井知事が進められております。これは市町村と連携したまちづく

りの推進を目指すもので、まちづくりの段階に応じた県からの財政支援が受けられるんです。

このまちづくりの類型には、実は10分類されておりまして、10個言いますね。まず、駅、駅

前、それから神社、お寺の参道、それから、城跡や古墳に加えて、伝統的町並みと、それか

ら、庁舎等公共施設、そして公園、病院、インターチェンジ、空き家、農業、この10分類が、

まちづくりの類型の対象とされております。

この中で注目すべきが、庁舎等公共施設なんです。この適用を受けているのが実は大和高

田市、桜井市、五條市、庁舎が新しくなっています。これは県有資産を譲り受けて、新庁舎

の移転を実現されているんです。奈良県も、やはり県有資産のファシリティマネジメントを

進められております。利用見込みのない県有財産の勧誘、県有資産の売却を進めて、売却収

益は新たな投資財源として活用に努めるとしており、県有資産の適正管理及び保有総量最適

化に向けて、小規模、老朽化した県施設の集約を進めておられます。つまり、県のファシリ

ティマネジメント対象でもある旧社会教育センターを、庁舎等公共施設整備に充てるという

ことは、この奈良モデルのまちづくりの類型そのものであると言えるんです。

また、昨年度、私、前議長とともに荒井知事を訪問をさせていただいた際、知事はおっし

ゃっていました。 城市から提案があれば、県も応援しますよ。そういうことをおっしゃっ

ていただいてました。

以上を検証として、次、最後に５段階目の提案というのを申し上げたいと思います。提案

の１番目、旧社会教育センターの利活用のアイデアとして、敷地の一部に庁舎を移転する。

これによって奈良モデルとの整合性を果たし、奈良県の支援を受けやすくする。かつ、将来

避けて通れない庁舎更新問題の解決にも寄与します。さらに、現在の手狭な庁舎では対応が

非常に難しい、災害時の対応拠点としての活用も可能となります。

続いて提案の２、この広大な旧社会教育センターの跡地の活用については、これまで私が

提案してまいりました、道の駅エリアと結んだにぎわいと経済活性化のエリアとしての整備

にもプラスになると思っております。イメージとしては、奈良県庁のような、にぎわいのあ

る観光地に行政機能があって、そこでは情報の発信もしやすく、市のイメージの向上にもつ

ながると、こういった例は全国の自治体に多くあるんです。そういったところで、やはり

城市のイメージアップにもつながっていくと。この旧社会教育センターの敷地への、こんだ

け広大な敷地ですので、ここに庁舎だけというのはもう非常にもったいないので、やはりこ
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れまで私が提案していたような、あるいは行政側のほうからもお話が出ているようですけど

も、宿泊施設や民間資本の誘致も併せて実現するということが求められると思います。これ

を道の駅エリアと結ぶことで、例を言えば、伊勢のヴィソンというところへ行かれたことあ

る方もいらっしゃると思います。それと淡路島のパソナ、この２つは今、この関西で一番人

が集まる場所です。これ、実はそこに入っているアクアイグニスという施設があるんですけ

れども、これも私、かなりもう数年前から注目してたんですが、癒やしと食の総合リゾート

というのがコンセプトで、もともと湯の山温泉の菰野というところにあったんです。これは、

社会教育センターの立地にも近くて、似てまして、なかなかこれ、もし誘致できれば非常に

いいなと思っているうちに、伊勢にできて、今度淡路島にできましたけども、そういったち

ょっと注目されそうな企業というのに、うまくアプローチできれば、新たな展開が見込める

んじゃないかと思います。当然そこで、あれだけの広大なエリアで、横の移動を考えないと

いけません。これも以前私、一般質問で提案させてもらいましたけども、ここでレベル４の

自動運転の電気自動車なんです。国土交通省で補助金もつけていますけども、これを特区申

請が要るんですけども、うまくつなげれば、横の移動でそれを実現できると思います。事実

ヴィソンではそれをもう、１人乗りですけれども、電気自動車の運行というのをされており

ます。

そして最後に、提案の３つ目として、そもそも地方創生、まち・ひと・しごとの人と仕事

に関連するところです。教育関連施設の誘致を提案したいと思っております。先ほど申しま

したように、内閣府が進める地方創生の基本は、まち・ひと・しごと創生にうたわれている、

４つの基本目標と２つの政策なんです。これは、将来にわたって成長力を確保し、活力ある

日本社会を維持するため、稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする。そして、

地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる。結婚・出産・子育ての希望

をかなえる。ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる。この４つの

基本目標と、さらに、多様な人材の活躍を推進する、新しい時代の流れを力にするという、

２つの横断的な目標に向けた政策がうたわれているんです。加えて、もうご存じのように、

今、大人が新たな学びを得て個人の価値を高める、リカレント教育というのが注目されてお

ります。ちなみに、今、似たような言葉でリスキリングという言葉もありますけども、これ

は何が違うんか。ちょっと余談ですけども、どちらもその学び直しという意味なんですけど

も、リスキリングというのは、どちらかというと企業が主導で個人のスキル向上を目指す事

業で、ここで言うのは、個人の意思で自分が学び直すというリカレント、そちらに注目して

おります。このリカレント教育で、個人レベルでスキルを高めて、国家の稼ぐ力にまでつな

げたのが、実はシンガポールです。もう資源も何もない、人が財産だということで。同じこ

とが、実はもう最近企業とか自治体レベルで、社員や住民にリカレントの機会を提供して、

個人の収入の増大と地域経済の活性化につなげる事例が増えてきてるんです。

こういったことを社会教育センターでやってはどうか。そもそも旧社会教育センターとい

うのは県の教育部局の財産なんです。だからここをリカレントの拠点として整備するのは非

常に面白いと私、考えるんです。ただその場合、ノウハウが絶対要ります。そのノウハウの
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一例で紹介しておきますけども、今、国の地方創生の支援を受けている全国に展開中の事業

で、熱中小学校というのがあるんです。熱中小学校、これ、昔、我々が子どものとき、熱中

時代という水谷豊のドラマがありましたけど、もともとはその熱中時代のロケ地となった山

形県の学校なんですけども、それが廃校になって、そこの学校を再活用するところから始ま

った事業なんですけども、それが今、全国津々浦々とまでまだいきませんけども、全国で30

か所ぐらいのところまで、それがモデル化事業としてやっております。関西では和歌山県に

１つと三重県か。奈良県はまだありませんけども、熱中小学校を誘致して、そこで、大人の

再教育、たしかコンセプトは、７歳の頃に戻ろうか何かだったと思うんですけども、そうい

った形で、学び直しをして、新たな人生設計、あるいはそういう収入を得ていく、そこにつ

なげていきたい。それとそれプラスアルファ、そうじゃなくて、自分たちの生きる目的とい

うのを見直すと、そういった施設なんです。そういうのがもし、それも誘致できれば、非常

に面白い展開になるのではないか。そういった総合的ないろんなことを考えた上で、社会教

育センターというのは本当に広大な場所で、可能性も無限大にありますので。なおかつ道の

駅、 城インターチェンジもあることなので、観光は当然のことながら必要だと思うんです

けど、それはもったいないと思いますので、こういう５つの段階を経て、活用提案を申し上

げたわけでございます。では、これに基づいて、踏まえて、幾つか確認で伺っておきたいこ

とがあります。

まず、今、現状で、この社会教育センターの跡地利用について、これ当然県の所有になり

ますので、県との話合いというか進捗、どういった状況なのかをお答えできる範囲で結構で

すので、ちょっと教えてください。

高垣企画部長。

高垣企画部長 企画部、高垣です。よろしくお願いします。

奈良県との進捗状況についてお答えさせていただきます。社会教育センターは、県が所有

する施設である中で、これまで市がプロジェクトチームを立ち上げて、まちづくりの進め方

について、その利活用を検討しているところです。進捗状況については、調査案件となって

いる総務建設常任委員会において説明させていただきますが、これまで、阿古市長が奈良県

の荒井知事とも会い、旧社会教育センターエリアを含めた 城インターチェンジ付近の可能

性については、有効な場所であるということの確認を行いながら、社会教育センターエリア

について、 城市と奈良県が連携して進めております。

奥本議員。

奥本議員 ありがとうございます。県との取組状況ですね。続きまして、そしたら、この現状の道の

駅から旧社会教育センターエリアにおける 城市のまちづくりの方針というか、それがどの

程度まで検討されているか、これもお聞かせいただける範囲で結構ですので、教えてくださ

い。

高垣企画部長。

高垣企画部長 ただいまの奥本議員のご質問にお答えさせていただきます。当該エリアにおける 城

市のまちづくりの方針については、道の駅かつらぎから、奈良県社会教育センターまでのエ



－140－

リアを、奈良県の中南和観光の玄関口として、広域的な連携で、にぎわいのあるまちづくり

の拠点として検討を進めております。このエリアの活用につきましては、奈良県社会教育セ

ンターの所有者である奈良県と本市がしっかりと連携を取り、民間の力も借りながら、奈良

県の中南和の拠点となるように、にぎわいづくりについて検討を重ねているところです。現

在、奈良県とも、観光という大きな方向性としては一致しておりますが、スキーム等の課題

について、引き続き協議を進めております。

奥本議員。

奥本議員 ありがとうございます。今、観光という言葉、先ほど私も申し上げましたけれども、観光

というのは１つ、キーワードとなっているんです。観光を外して、地域の活性化はあり得な

いと言われているぐらいに、観光が、まず、その重きを置かれている。かといって観光一辺

倒ではなかなか地元に対する、いろんな経済波及効果というのも限られてあったりとか、一

過性のもので終わってしまう可能性もあるので、総合的に、やはりその地域をどういうふう

にまちをつくっていくかということの思考が必要ではないかと思うわけです。

今、先ほどのご答弁の中で、市長が荒井知事とお会いになって、連携を進めていくとのこ

とでしたけども、これまで、市長の口から将来の 城市のまちづくりに関して、もう誰もが

夢を持つような、わくわくするようなお話というのはあまり聞いた記憶が、私、ないんです。

現実的なところを見ていらっしゃるかと思うんですけども、そういったところ、今回もプロ

ジェクトチームを結成して、市全体で進めていこうという強い気持ちになられているという

ことについては、非常に高く評価するわけです。それも踏まえた上で、今度県と一緒にやっ

ていくというところの意気込みというか、本当にこういうまちにしたい、そういうことが、

この場を通じてもし、市民の皆さんに、将来こういういいまちにしたいので、そこに住める

ようにしましょうというような意気込みがあるんであれば、お聞かせいただきたいと思いま

す。市長、お願いします。

阿古市長。

阿古市長 ご質問ありがとうございます。公約として出しておりますので、その公約をご覧いただけ

たら、市民第一のまちづくりで 城市のまちづくりの方向性、夢をその中に入れております

ので、ご覧いただけたらと存じます。

以上でございます。

奥本議員。

奥本議員 市長、残念ですよ。せっかくいいタイミングのチャンスを私、提供したつもりなんですけ

ども、公約見てください、公約見れない人はどうするんですか。ここは、今こそ市長の思い

をぶつけるところですよ。もうこういう話の展開になったので言わせてもらいますけれども、

ふるさと納税もそうでした。私も一般質問であんだけ取り上げて、市長はふるさと納税のと

きも、制度に問題がある、懐疑的やからと、取り組まれませんでした。

（発言する者あり）

奥本議員、一般質問の通告内容から外れないように、続いてよろしくお願いします。

奥本議員 ですから、やはり、今回、奈良モデルに対して、私、一緒に進んでいってほしいという思
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いがあるんですけども。まず、そこに対して懐疑的になるんじゃなくて、そこの趣旨に賛同

して、やることはまずやってみる。その上で、 城市の方向性を外れてあれば、一緒に歩ま

なくても結構です。ただ、最初はやはり、そういったことにチャレンジしてください。

最初に、そんな書面でやったこと、それだけでまちづくりを完結するんやったら、誰でも

できます。やっぱりその都度情勢が変わるので、社会情勢も変わります。住んでる方も出入

りがあります。それに応じて微調整もする。あるいはさっきも言ったように一番当初に言い

ましたけど、市の将来は、ほかの後追いしてても駄目なんです。ブレークスルーで新しいこ

とをやっていかないと駄目。そのためには、まちづくりの志向として、やはり、夢を持った

言葉で、伝えてほしいんです。今もこういう形で、外れているということを論点にされてい

ますけども、私は思いません。やはり会社であっても、トップが夢を語る、それが重要なん

です。市民にとって市長がやっぱりこう夢を持って語っていただける、そういう市でないと

やはり、市は発展していかない。やっぱりこれからみんな 城市を盛り立てていこう、さっ

きも申しました。もう18年たちました。18歳となった子どもたちは、 城市しか知りません。

城市がいいまちとなるようにまちづくりをお願いしたいと思います。これ以上言うと、ち

ょっと外れるということなので、このぐらいにして終わっときます。

以上で私の一般質問を終わりますけども、今後、道の駅を含めて、社会教育センターの跡

地活用、この辺を含めて、いろんな市民の思いがこもっているということを分かっていただ

けていると思いますけれども、私からもくれぐれも、その辺うまく、いい夢を見せていただ

きたいということをお願いして、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。

奥本佳史議員の発言を終結いたします。

ここで暫時休憩をいたします。午後３時45分から会議を再開いたします。

休 憩 午後３時３３分

再 開 午後３時４５分

川村議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。

最後に、14番、藤井本浩議員の発言を許します。一問一答方式で行われます。

14番、藤井本浩議員。

藤井本議員 それでは、２日間にわたりました本会議での一般質問、12人の方がされました。非常に

熱心にいろんな意見を理事者側にぶつけられたのであろうかと思います。最終ということに

なります。ほぼ時間的には、１時間ぐらいご容赦いただきたいと思いますので、我慢してい

ただきたいと思います。

まず、私は２点について今回聞かせていただきます。市長も、人口のことについては、い

ろんな、５万人チャレンジとか、人口問題、人口のことについては、よくお話をされていま

す。大変大切なところでございます。 城市の人口動態についてということで、まず質問し

ます。

２つ目ですけども、この９月議会、決算議会と言われるわけですけども、監査委員からの

初日の本会議の中で、代表監査委員から、決算審査の講評等ございました。その中で、毎回

毎回指摘というのもあるわけですけども、今回、複数回にわたって監査委員から指摘をされ
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ていること、２回以上、監査委員からこうすればいいんじゃないですかという指摘があるこ

とについて、理事者側はどのように対応されているのか、また、どのように今後されようと

しているのかということについて質問してまいりたいと思います。

続きは質問席で行います。どうぞよろしくお願いいたします。

川村議長 14番、藤井本浩議員。

藤井本議員 それでは、まず１点目、 城市の人口動態ということについてお尋ねいたします。人口

動態ということですから、人口はどのような動きをしているかということでございます。そ

の前に、これを質問する前に、奈良県では今、どのようになっているのかというところでご

ざいます。奈良県では、ピークは平成11年144万人、人口がおられたと。今現在何人かとい

うと、約130万人。144万人から130万人を引くと、14万人がピーク時から減っている。奈良

県のみならず、全国的に人口減少時代に入ったわけでございますから、それは理解できるわ

けですけども、こういったところから話はちょっとずれてしまうか分からないけども、いろ

んなところで人口は減っている。14万人ってどれぐらいの数字かというと、香芝市と 城市

と御所市、 城市を挟む香芝市と御所市と 城市一緒に、人口全部がなくなった、減少した

というぐらいが14万人になりますので、これは大変大きな人口減少であろうというふうに思

います。そういったところから、荒井知事がいろんなものの広域というのを進められている。

というのは、これは別の問題ですけども、そういう奈良県においても人口が減少していると

いう中で、我がまち 城市はどうなんだというところら辺を、まずお尋ねをいたしたいとい

うふうに思います。いろんな聞き方があろうかと思いますけども、奈良県の状況というもの

について、今、お話しさせてもらいました。 城市、先ほども質問の中で、誕生して18年と

いう話で出ていましたので、 城市が誕生してから現在に至るまで、先ほど申し上げている

ように奈良県で大幅に減少しているけど、 城市はどうなんだと。微増とか増加とか、横ば

いという話が出ていますけども、きちっとした数字でお答えを求めます。

川村議長 林本市民生活部理事。

林本市民生活部理事 市民生活部の林本です。よろしくお願いいたします。

ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 城市における住民基本台帳によりま

すと、本市が発足いたしました平成16年10月１日当時の人口は３万5,513人であったのが、

直近の令和４年８月１日現在の人口が３万7,729人となることから、この18年間で2,216人、

伸び率で6.2％増加したことになります。年度ごとの推移では、本市が発足いたしました平

成16年度末から令和３年度末までにおける、対前年度との比較では、平成21年度末から平成

22年度末にかけてだけが減少しておりますが、それ以外におきましては全て増加している状

況でございます。

川村議長 藤井本議員。

藤井本議員 我々の誇りにしてもいいと思いますよ。日本も減っている、奈良県も減っているという

中で、 城市、先ほどもありました、合併して新しいまちができたんだと。旧町時代のこと

を言わんとこうというような話もありましたけども、人口がこの18年間で2,216人増加して

いる。これは、今のやり方も喜ばなあかんし、我々の先人にも喜ばなあかんし、また、この
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地という環境にも喜ばなあかんと思います。

そんな中で全体としては、確かに増えてるんですけども、私は今回議論にしたいというの

は、全部が増えてんのんか、地域別に見るとどうなんだというところら辺に入っていきたい

と思います。聞きやすい方法で、大字別、区別、この辺をお話ししてもらいたいと思うんで

すけども、目立ったところで、一番増えているのはどこやねんと。逆に一番減っているのは

どこやねんということで、まずお尋ねしたいと思います。１番だけを聞くのではなく、次点

というんですか、１番がここで、その次はここですねんというぐらいのご回答をお願いしま

す。

川村議長 林本市民生活部理事。

林本市民生活部理事 ただいまのご質問ですが、この18年間における大字別での増減状況についてお

答えをいたします。全体的に人口の増加している大字と減少している大字というのはほぼ同

数となっております。議員ご質問の増加数、減少数の大きい順に、おっしゃいましたように

それぞれ一番大きな大字、それと次の大字ということで、２か大字をお答えさせていただき

ます。

増加数が最も大きい大字、そちらは東室となっておりまして、平成16年10月１日当時、

388人であったのが、令和４年８月１日現在、1,209人となり、821人増加しております。

次に、２番目に多い増加数の大字ということで、北花内の、3,626人であったのが、4,123

人となりまして、こちらも497人増加しております。逆に、減少数が最も大きい大字、こち

らは新庄となっておりまして、平成16年10月１日当時、1,117人であったのが、令和４年８

月１日現在、854人となり、263人減少しております。２番目もということですので、次に、

兵家の、1,334人であったのが、1,076人となり、258人減少しております。ただし、大字に

よって人口規模に大きな差があることや、開発の状況、また、施設、企業などの立地状況に

より、大きく影響を受けることから、一概に増減数を比較するだけでなく、その点も鑑みる

必要があると考えられます。

川村議長 藤井本議員。

藤井本議員 ありがとうございました。今、お答えいただいた中で、 城市は、誕生してから約

2,200人か、増えましたよ。ほんで、増えている大字が約半分ですよ。逆に減少しているの

も半分あるんですよ。こういうことですね。約2,200人、 城市が誕生してから増えたとい

うけども、一番増えているのが東室の800人余り、821人です。北花内が497人。2,200人増え

ているけど、この２つだけで、1,300人ぐらい増えているわけですよね。集中して増えてい

る。逆に、誕生して最も減少しているというのが、私の住む新庄なんですよね。これ、何で

でしょうね。前を見ても、理事者のほうにも、早田部長も森井部長も板橋理事も新庄で、後

ろを見ても、15人中３人も新庄の者がいるのにもかかわらず、減っている。これは関係ない

話だと思うけども。私は、何かいろいろこういった話も、一緒になってやってみたいと思っ

ているんですけども。今は数で言いました。せやけども、もともと、新庄のほうも、約

1,100人いてたのが八百何人になったと。この減少というところら辺もこれから検証してい

かなあかんと思いますけども、ほかの小さな大字も 城市にはあるわけですよね。こういっ
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たところ、非常に減少というのが、先ほど理事の話にあったように半分は減ってんねんから、

ほんなら、もともと分母の少ないところが何十人と減ったら、かなり大きく減るわけです。

こういう問題というのは、人口ということについては敏感です。何度も言いますけども、

城市は横ばいか増えてますねんということだけにはとどまらず、半分は減ってますねんと。

私は実際もう、今回それを言いたい。じゃあ、減っているところを今後どうするんだという、

こういったまちづくりを、やっていかなければならない。答えは求めませんからね。それは

もう現状だけを把握してさせてもらったら、それで結構です。じゃあ、本当に今、一番数で

減ってるのは新庄やと。２番は、増えているところは置いておきましょう、今回。減ってい

るところは新庄やと。その次が兵家とおっしゃったか。こういったところ、今後このまま例

えば進んだとして、どういった問題が考えられるんでしょうか。

川村議長 高垣企画部長。

高垣企画部長 企画部、高垣です。よろしくお願いいたします。

ただいまの藤井本議員のご質問にお答えさせていただきます。人口が減少している大字に

おいて、今までと同様に推移した場合、10年、20年後の区別人口について、一般論で申しま

すと、仮に 城市の人口が減少に転じることで、長期的には税収などの歳入の減少が見込ま

れる一方で、高齢化が更に進むことから、社会保障関係費等が増加し、更に行政コストが増

加することが見込まれ、公共施設・インフラの老朽化への対応等が難しくなり、全般的に行

政サービスの低下を招くおそれもあります。今後大字の中で人口減少が続くと、地域の担い

手が不足し、農作業や生活道路の管理、冠婚葬祭などの大字機能を維持することが困難な状

況になることが想定されます。

川村議長 藤井本議員。

藤井本議員 ありがとうございました。やっぱり減るというのは今、最後の言葉だけが印象に残りま

すけど、大字としての機能はなかなか果たせなくなる。これはもういろんなところでちょっ

とその兆候というのは 城市でもあると思いますよ。兆候というぐらいのことで、具体的に

何やというところら辺まで私も分からないですけども、やはり、増えているまち、人口とい

うのは増えてますねん、どうですねんというのみならず、そういったところにも今後、目を

向けていく体制づくりを私はお願いしたいと。そんな中で、まちを見てみますと、私も先ほ

どから申し上げている一番減っている新庄に住まいをしているわけですけど、やっぱり空き

家というのは多い。この空き家の問題について、今、どのように把握されて、どのようにさ

れようとしているのか。今の状況をお聞きします。

川村議長 高垣企画部長。

高垣企画部長 企画部、高垣です。よろしくお願いいたします。

ただいまの、藤井本議員おっしゃいました人口の減少が見られる地域の対策については、

空き家対策が有効な施策であると考えられます。 城市では、令和元年の空き家等実態調査

において、411件の空き家がございました。その後の対応策としてＮＰＯ法人空き家コンシ

ェルジュに空き家バンクの管理業務を委託するとともに、空き家予備軍を減らしていくため

の方策の検討や、地域にある空き家にまつわる課題を解決していくための相談を行っており
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ます。空き家の利活用を促進することで地域に移住・定住してもらい、人口の増加の一助に

なることが想定されます。また、そのほかにも、 城市が行っておる対策といたしまして、

移住・定住人口の増加及び地域経済の活性化を図るため、市内において自ら居住する住宅を

取得した者に対し、住宅取得者に対する補助として、すむなら 城市住宅取得事業がござい

ます。よろしくお願いします。

川村議長 藤井本議員。

藤井本議員 この件は現状を知っていただくというために質問しておりますので、今、空き家対策の

ことをお答えいただきました。411件、空き家というのがございますということです。この

空き家というものを利用しながら、これからのまちづくりというものをやっていくというこ

とで、空き家の利活用ということを促進したいということでございます。これについては、

期待もしているし、これを見たはる人もそう思っておられると思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。

今、申し上げているように、何度も言いますけど、減っているところが半分以上あるんだ、

こういう認識を持って、私は今後、まちづくり、市長、副市長、理事者の人もお願いしたい

と思います。 城市は長いまちですけども、中を近鉄線が、線路が通ってます。尺土を中心

に見てみると、線路より山側の反対側に全て、スーパーとかあるんですよね。近鉄線より山

側にはスーパーが、道の駅が頑張ってやっていただいていますけども、ないというのが、私

は 城市の実態やと思います。それとは逆に、 城市、教育のまちということですけども、

２つの中学校、５つの小学校は、逆にこの線路よりも山側にあるんですね。そういった特性

があろうかと思います。そんなことを踏まえながら、どっちもやっぱりこれは魅力のあると

ころですので、そういったことを考えながら、これからのまちづくりというものに取り組ん

でいただきたい。打合せの中で、この第１番目は15分から20分ぐらいで終わりますというこ

とを言っていましたので、今のところ順調に進んでいるのかなというふうに思います。

それでは、２番目の、監査委員からの、いわゆる指摘事項についてと。これは、監査委員

というのも、地方自治法改正により、いろんなところで重要な部分が大きくなります。やら

なあかんことも増えました。性急にやらんとあかんとか、これは、やったほうがええとか、

今回聞こうとしてんのは、この決算監査で、講評というのをしているわけですよね。講評し

てる中で、私も議会選出の監査委員、今、過去ここ５年間で３回ぐらいさせてもらっていま

すけども、その中で、指摘をさせていただく、今回で言うと、一番初日にありましたように、

何件か、代表監査委員の宅さん、非常に経験も豊かで、まちのことをよく考えておられる知

識の多い方でございます。そこでどのようにおっしゃっているか、今後必要かつ適正な措置

を講じていただくよう、要望したいというのが、何点かを述べられているわけなんです。こ

れは毎年やっている、毎年やってる中で、この５年間を振り返ったときに複数回以上あるも

のについて、３点について、今度は私も監査委員という立場じゃなくて、議員という立場で、

それを理事者に問うていきたいと、このように思っております。

まず、今回の本会議の中でも述べられましたけども、また、朝から谷原議員もおっしゃい

ました。下水道の話です。下水道は、令和２年度から、地方公営企業法と、公営企業会計と
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いうものに変わったわけです。

まず、では、この地方公営企業法、公営企業会計に変わった、その原則ということについ

て、聞いていただいている方もおられると思いますので、お答えください。

川村議長 井邑上下水道部長。

井邑上下水道部長 上下水道部、井邑でございます。よろしくお願いいたします。

ご答弁申し上げます。地方公営企業の経費は、一般会計等が負担または補助すべき一部の

経費を除き、当該企業の経営に伴う収入をもってこれに充てなければならないとされ、いわ

ゆる独立採算制の原則が適用されます。

川村議長 藤井本議員。

藤井本議員 今、答えていただきました。令和２年度から、この地方公営企業法というのを適用して

いるわけです。しかし、来年から適用しますというて決まったものでもないし、５年でした

っけ、６年、ちょっと忘れましたけど、５年前か６年前ぐらいからこう変わりますよという

ことで、準備を進められてきたわけですよね、国の指導というんかによって。令和２年度か

ら変わったと。今、答えていただいたように独立採算制の原則というものが適用されるとい

うことで、せやから、今までの会計の中の特別会計に入って、これも特別会計の一つですけ

ども、今の特別会計から独立採算制に変わったということでございます。その中で、独立採

算制だから、経費分は、下水道料金、ここからの分で賄いなさいというのが、書いてある文

章ですな。これが朝からの話もありましたけど、 城市は非常に安いということでございま

すけども、では、その料金をお話しする前に、下水道で、経費でいっている分、それを下水

道料金、市民から集金させてもらって、その分でどれぐらいの割合を回収しているんだと。

経費回収率というんですか。このことについてお尋ねをしたいと思います。経費回収率が、

経費のうち、市民から、これだけいただいてますねん。それの数字を出していただくのと、

もう一つ、もうついでに、その数字、他市ではどんなもんなのか。奈良県内、近くでいいで

す。周りの地域ではどんなもんなんだということをご答弁ください。

川村議長 井邑上下水道部長。

井邑上下水道部長 ご答弁申し上げます。

まず、経費回収率とは、使用料で回収すべき経費をどの程度、使用料で賄えているかを表

した指標でありまして、100％を下回ると、必要な経費を使用料で賄えていないことを表し

ます。計算式は、分子に下水道使用料、分母に汚水処理費から公費負担分を除いた金額に

100を乗じて算出いたします。本市の経費回収率は、令和３年度で54.81％となってございま

して、この数値は、県内12市の中では一番低い数値となってございます。一番高い市では、

112.6％、 城市を除く県内11市の平均は87.5％となってございます。

川村議長 藤井本議員。

藤井本議員 今ので、しっかり聞いていただいた人には分かっていただいたと思います。経費のうち

の下水道料金としてどれぐらい回収しているんだと。 城市は、54.81％、約55％回収して

ますよと。奈良県で、もうあの一番高い市、112％というのはちょっと私にも分かりにくい

んですけども、 城市、本市を除いて県内11市の平均はというと、87.5％、90％近くを下水
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道料金で回収している、そういうことですよね。じゃあ、次行きます。その結果、朝、谷原

議員にもお答えいただいたのと、また同じになるか分からないけども、復習の意味も兼ねて、

下水道使用料、市民から徴収する料金、これについて、 城市というのはどれぐらいの額で、

県と比較するどうなっているのかということを、分かるようにご答弁ください。

川村議長 井邑上下水道部長。

井邑上下水道部長 ご答弁申し上げます。一般的なご家庭で１か月20立方メートルをご使用になられ

た場合、下水道使用料は税込み1,760円となります。これは県内12市の中では一番安い金額

となっておりまして、一番高い市では3,080円、 城市を除く県内11市の平均では2,647円と

なってございます。

川村議長 藤井本議員。

藤井本議員 今、聞いてもらったので、分かっていただけると思うんですけど、非常に安いわけです

よね。私は、この切り口は何かというと、監査委員がこのままでいいんですか、検討が必要

ですよということを複数回に、今回もう２回目以上になるわけですけども、されているわけ

です。今、ご答弁いただいているように、切り口は何かというと、会計の制度が、地方公営

企業の経営原則というものに変わったと。変わったにもかかわらず、今までと同じでやって

るじゃないですかということが、監査委員もおっしゃっているわけですけども、私自身もそ

こら辺を今後どうするんですかと。このことをお尋ねをしておるところでございますけども、

城市、私、水道料金が安いというのは分かるんです。山からの自己水があって、水が、自

分のところの水があるわけです。だから水道料金は安い。また、傾斜もありますので、自然

に流れるという地形的なメリットもある。だから、水道料金は安いけれども、下水道料金、

確かに流れるのはあるか分からないけども、元があるわけと違うから、そんなに差のつくも

んじゃないと思うんです。せやけども、この公営企業会計という会計の原則が変わったにも

かかわらず、こうなっているということは、じゃあお金はどうなってんねんというところで

すけども、これは一般会計から、補助金として、今までどおり、特別会計の時代からと同じ

ように、繰入れという形をされているわけですよね、それでしかやっていけないわけですか

ら。その現状を教えてください。

川村議長 井邑上下水道部長。

井邑上下水道部長 ご答弁申し上げます。

一般会計からの補助金についてでございますが、令和２年度におけます一般会計から下水

道事業会計への補助金は、収益的収入で５億6,221万9,000円、資本的収入で１億1,538万

3,000円で、合計６億7,760万2,000円の補助金をいただいております。

以上でございます。

川村議長 藤井本議員。

藤井本議員 今、説明にもございました、いわゆる独立採算制というたって、６億何ぼを補助金とし

て一般会計から繰り入れて、それで、今、運営をしていると、 城市は。もちろん、他の市

町村も同じように繰入れはされておりますけども、その額が違うわけですよね。こんな中で、

下水道料金、朝、説明あったかと思いますけど、ご説明されたと思いますけど、いろんな、
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他市では改定もされていると思うんですよね。 城市は、誕生してからそのままの状態がず

っと続いている。会計制度が変わろうとどうなろうと、ずっとそのままいっている。ここに

問題があると思うんだけども、改定の状況、他市の、これ、分かる範囲で結構です。教えて

ください。

川村議長 井邑上下水道部長。

井邑上下水道部長 ご答弁申し上げます。下水道使用料を改定された市を近い順に申しますと、大和

郡山市が令和３年４月１日に、奈良市が令和２年４月１日に、桜井市が令和元年10月１日に

それぞれ改定されています。それ以前となりますと生駒市の平成25年４月１日となります。

以上でございます。

川村議長 藤井本議員。

藤井本議員 監査委員からの指摘というところから始まっていますけども、他市とはかけ離れている

というのが、もう数字をもって表れてますよね。これをこのまま続けていくんですか、考え

てくださいよ。１回言うても変わらない。複数回、監査委員が言わはったと。ほんまにこの

ままいって、５億円、６億円というお金、そんなやり方やって、私、昨日今日と一般質問で

いろんなご意見、立派なご意見出てきましたやん。防災のことも多かった。もう、今日もい

ろんなことがあった。しかし、財政が不足してますねん、財政がしんどいですねん。こうい

う答えにしかならへんわけです。やっぱり変えていかんなんところは変えていかんなんと思

います。正直に言いまして、監査委員からの指摘ということですけども、私も、議員として

も、これは見直していかなあかんと。全て市民の方の下水道料金から徴収しなさい、そこま

で言わないけども、やっぱり奈良県の他市と大きく離れていると。こういう状況というのは、

見直す必要あると思いますけども、それについて、部長、答えれる範囲でお答えください。

川村議長 井邑上下水道部長。

井邑上下水道部長 ご答弁申し上げます。まず、下水道使用料を見直す際、重要となる一般会計から

の補助金の在り方についてですが、企業債元金の償還が令和２年度から減少局面に入ってお

り、平成29年度からは既に一般会計からの補助金も減少傾向にございます。加えて、補助金

の中には公費により負担すべき費用見合い分も含まれていることなどを鑑みますと、慎重に

考える必要があるかと存じます。しかしながら、経費回収率が54.81％と非常に低く、必要

な経費を使用料で賄えていなくて、一般会計からの補助金に多くを頼っていることに変わり

はないという状況を踏まえますと、下水道使用料の段階的な改定も含め、見直しの時期に来

ているかと考えます。本市下水道事業は地方公営企業法を適用し、３年目を迎えましたが、

来年度には、法適用後初めての経営戦略の見直しを予定しております。その中で、下水道使

用料の見直しについて慎重に検討をしていく必要があるものと考えております。

川村議長 藤井本議員。

藤井本議員 見直す時期に来ているという上下水道部長のお考え、そして、私が申し上げているよう

に、地方公営企業法になって３年目を迎えたと。その中で、経営戦略の見直し、水道料金に

ついても、検討してまいりたい、こういうことですね。市長、よろしいか、それで。違う。

川村議長 阿古市長。



－149－

阿古市長 振っていただいてありがとうございます。行政というのは１つでございますので、最終的

な判断は、行政のトップでして、それを議会でまたご審議いただくというシステムでござい

ますので、事務方がどうであれというような答弁は本来はあってはいけないことでございま

す。私の考え方といたしましては、できるだけ、料金も含めまして、市民の皆さん方の負担

は低くしたいという思いが大前提でございます。そして、サービスは高くしたいというのが

私の市民第一の一番の根本の考え方でございますので、ただ、財政が許せば、全て、それを

やりたいという思いは常にあります。ただ、その全体の財政のバランスをどのように取るの

かということが、実は政治的判断であると私は考えております。ですので、１分野だけを取

り上げてどうだ、高い安いという判断ではなく、全体としての議論をするべきだ、考え方を

持つべきだというのが私の考えでございますので、議員ご指摘の監査委員からご指摘をいた

だいておりますが、それはあくまで行政内部としての監査でございますので、ある種、行政

の事務方の判断に近いといいますか、意見であるという認識を持っておりますので、最終的

にそれに色をつけるのは政治的な判断であると考えておりますので、そのことについてどう

だというのは、行政内部でも議論を重ね、最終的には、決断があったときには、議員の皆様

方に相談をさせていただくということだけは申し上げたいと思います。

以上でございます。

川村議長 藤井本議員。

藤井本議員 市長、お答えいただきました。また、組織ですから、部ともしっかりと話をされて、進

めていただきたいと思いますけども。令和２年度から公営企業の会計の制度も変わっている

というところら辺も含めて、今、答弁に入らなかったけども、やっぱり１つのきっしょとい

うものもございますので、否定もされなかった。これから検討していって、また、そのとき

は言うということでございましたので、それはご期待申し上げて、次に、進みたいと思いま

す。

次に、監査委員からの指摘についてということで、選挙事務所、これについてお尋ねした

いと思います。今、もうここ数年の間に、期日前投票というのが非常に多くなりました。そ

の中で、旧態依然として、多分半分近くまで期日前投票が進んでいると思うんですよね。こ

れまた、お答えもらいますけども。せやけども、当日の選挙事務所の数は、そのままである

と。

川村議長 藤井本議員、選挙事務所じゃないですよね。

藤井本議員 選挙投票所。ごめんなさいね。ありがとうございます、議長。ちょっと文章作ってない

もんで、頭の中でしゃべってたら、大変ご迷惑をかけているかなと思いますけども。投票所

の数ですね。まず、 城市、投票所の数がどうなっているかというような問題と、近隣市町

村、これも一緒にお答えをいただきたいと思います。

川村議長 安川総務部理事。

安川総務部理事兼都市整備部理事 総務部理事の安川でございます。よろしくお願いします。

城市の投票所は、合併前の両町の投票区を引き継ぎ、31投票区投票所を設置しておりま

す。それと、近隣の状況ということでございます。近隣市につきましては、香芝市は27投票
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所、御所市は17投票所、大和高田市は22投票所、橿原市におきましては34投票所となってお

ります。

以上です。

川村議長 藤井本議員。

藤井本議員 今、お答えをいただきました。 城市、これは昔から當麻町、新庄町の時代からそのま

まやっている。 城市、31投票所があるということですね。近隣からいうと比較的多いと。

隣の香芝市は27投票所、御所市が17投票所、大和高田市が22投票所、橿原市が、10万人以上

の都市ですけども、34投票所ということで、30を超えていると。 城市とほぼ一緒やと。こ

ういったところにもこれからメスを入れていかなあかんのと違うかというのが、監査の講評

の中での、要望として出ているわけですよね。これを言うと、やはり、投票率が下がるのと

違うかということも確かにあることはあるんですよ。だから、今回監査のほうでは、選挙権

というものが18歳に引き下げられたと。また、期日前投票が多く増えたというところら辺で、

ここも、見直したらどうですかと。これは選挙管理委員会で決められますから、選挙管理委

員会でお話しください。ただ、選挙管理委員会だけの責任にするというのも、これはちょっ

と乱暴過ぎるかというふうに思います。選挙事務もやってはるわけですから。ここをしっか

りと考えていただけたらというふうに思います。例えば、これだけ香芝市で、香芝市という

のは人口７万人ぐらいですか。有権者数まで調べてませんけども、香芝市で27投票所なわけ

ですよね。そうやって減らすことによって、投票率が下がるのかいうと、これ、市議会議員

選挙とか市長選挙というのは立候補者によってまた、変わりますけども、さきに行われた、

今年７月に行われた参議院選挙を見てみると、 城市の投票率56.01％で、市と言われる中

で、12市ありますけど、これの平均が55.13％、もうほんま変わらへんわけです。ここは、

これも経費の一つですから、これは考えたらどうですかと。何も減らせというのを一方的に

言っているんじゃないです。３月やったか６月やったか、坂本議員が、東室はもうちょっと

選挙投票所を欲しいと言うてはった。でも分からんことないですよ。１問目の質問で、東室

がどっと増えてる。こういうふうにやっぱり見直していくという、そして、投票率も上げて

いくと。同じやってたって経費は出してんねんけども、投票率が、これもほかよりも10％ぐ

らい高いねんというのやったら、これはまた、これで評価したいと思いますけども、ここも、

改めていっていただきたいと思うのですけども、これについては、選挙管理委員会にお話を

持っていっていただくというお願いしかできへんけども、持っていっていただけるでしょう

か。

川村議長 安川総務部理事。

安川総務部理事兼都市整備部理事 選挙管理委員会の中で、今、ご指摘いただいた件については、十

分検討させていただいて、また理事者のほうにも、お話はさせていただくというところでご

ざいます。

川村議長 藤井本議員。

藤井本議員 市長、これはこんでよろしいか。

川村議長 市長、答えられますか。
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藤井本議員 いやいやもうよかったら、もうこれで。同じやったら。

川村議長 阿古市長。

阿古市長 いろんな立場の方からいろんな意見があると思います。ですから、総合的に、選挙管理委

員会の中で、いろんな議論をしていただけたらと考えております。

仮に、定義の中ではたしか、それに代わった、もし何か投票の手法があるのであればとい

うところまで、監査委員は触れていただいてたのかなというような記憶もございますので、

ですので、いろんな手法の中で、議論を重ねていっていただけたらなと、選挙管理委員会の

中で議論を重ねていただいたらなと考えております。

以上でございます。

川村議長 藤井本議員。

藤井本議員 選挙管理委員会というものがありますから、そこでお話ください。監査のほうでは、既

存の投票所見直しという中で進めてもらいたいというのも１つですけども、高齢者に対して、

移動投票というものとか、期日前投票は増えています。若い方は、18歳になりました。先般、

松原市で先月末に市議会議員選挙をやっておられました。ちょっと知り合いもいてたので、

出向いたんですけども。あそこなんていうと、期日前投票所を何か所かつくって、駅前のゆ

めニティまつばら、あそこでも投票してやってますねんと。いろんなやり方があると思うん

です。ぜひ、今までと同じでいくねんというのを変えてくれということですから、そこは監

査の方がおっしゃっていることも踏まえて、複数ですから、よろしくお願いします。

残り15分となりました。これ、15分が今日のメインイベントになるか分からないですけど

も、なぜメインイベントになるかというと、今回は、敬老年金についてお尋ねをいたします。

敬老年金は、監査のほうでも毎年毎年、検討すればどうですかと。３回、今回４回目になる

んですか、一番多くお願いをしているんだけども、お願いを監査のほうがされているんだけ

ども、全く動いてないと。内部的には動いているのは分からないですけども、その辺を残り

の15分を使ってお話を進めてまいりたいと思います。

聞かれている方、おられるかと思いますので、まず、この敬老年金、知らん人も多いんで

す、意外と。これについての、いつ始まったとか、そういう簡単なレベルで結構でございま

すので、金額とか、この辺をお答えください。

川村議長 森井保健福祉部長。

森井保健福祉部長 保健福祉部の森井でございます。よろしくお願いいたします。

まず、敬老年金の事業についてでございます。敬老年金事業は、永年にわたり社会の進展

に寄与してきた高齢者に対し、敬老の意を表すとともに、経済的に支援することを目的とし

ております。内容につきましては、85歳以上の高齢者に月額5,000円、年額に直しますと、

６万円を支給するものでございます。支給要件としましては、 城市在住期間が１年以上の

方で、介護老人福祉施設、いわゆる特別養護老人ホームに入所している方は除きます。また、

この制度がいつから始まったかということでございますが、敬老年金事業は、昭和47年に旧

新庄町で始まり、平成５年に現行の85歳以上月5,000円の支給となり、平成16年の２町合併

時には、旧當麻町で実施していた、年3,000円の敬老祝い金を廃止し、 城市の事業として
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統一しております。

以上でございます。

川村議長 藤井本議員。

藤井本議員 昭和47年、新庄町で始まった事業であると。60歳を超えた私が10歳ぐらいのときですか

ら、もう50年前ですね。皆さん方も、子どもの頃やった頃に始まった事業であると。それを

今、85歳以上の方に月5,000円、年間６万円渡していると。こういう制度でございます。こ

の指摘も、やっぱりいろんなところから原因もあるわけですけども、昭和47年、今、申し上

げてるようにかなりもう長い、昔の話ですね。当時と現在の環境の変化、平均寿命、どれぐ

らい違うというのを分かりやすくお答えください。

川村議長 森井保健福祉部長。

森井保健福祉部長 平均寿命についてでございますが、厚生労働省のホームページを確認いたします

と、敬老年金事業開始年であります昭和47年当時の平均寿命は、男性で70.5歳、女性で

75.94歳でございました。また、令和３年の平均寿命は、男性が81.47歳、女性が87.57歳と

なっております。

以上でございます。

川村議長 藤井本議員。

藤井本議員 当時と比べて、男性で11歳ぐらいですか、平均で。女性で、12歳ぐらいですか。平均寿

命がこれだけ変わっている。いわゆる環境が変わっているというんですよね。ちょっと時間

もあと10分余りになってきましたので、じゃあ、繰り返しますけど、85歳になられた方に、

城市の施策として、私はこれは立派な施策と思うけども、この施策そのもので、大体どれ

ぐらいの金額をお支払いしているのかということをお尋ねしたいと思いますけども、平成16

年に合併したから、平成17年から、もう１年１年聞けないから５年置きぐらいで結構です。

今現在と、その程度で結構ですので、お答えください。

川村議長 森井保健福祉部長。

森井保健福祉部長 城市制発足後の敬老年金の決算額の総額でお答えさせていただきたいと思いま

す。平成17年度の決算額3,980万円でございました。また、５年刻みということで、平成20

年度につきましては、4,790万円。平成25年度、6,313万5,000円。平成30年度、7,487万円で

ございました。また、昨年度の令和３年度決算額でございますが、8,346万円となっており

ます。また、本年度の令和４年度の予算につきましては、8,714万5,000円を計上しておりま

す。

以上でございます。

川村議長 藤井本議員。

藤井本議員 分かりました。５年置きに説明していただきましたけども、合併当時は約4,000万円。

これは 城市独自に、補助金をもらっているわけじゃないから、 城市の独自の制度ですか

ら、4,000万円やったと。今現在、8,700万円になってますよと。今回、今年、代表監査委員

がおっしゃったのは、もう、言うてる間に１億円超えますよと。やっぱり、この制度という

ものは、存続させたいというのであれば、何か見直すことというのが必要ですよと、こうい
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うことで、お願いをされているところでございます。１億円、超えるものと推定されますと

なっていますけど、大体いつぐらいの予定をされていますか。もう、簡単にお答えください。

川村議長 森井保健福祉部長。

森井保健福祉部長 ご質問の、１億円を超える支給総額となる予測年度でございますが、令和８年度

の予定と想定しております。

以上でございます。

川村議長 藤井本議員。

藤井本議員 こういう制度、これは 城市独自の制度だというふうに、ずっと今までから、議論もし

てきたこともございましたけども、確認を取ります。全国を見て、これと同様に、市独自、

また町、市町村独自で年金を出されているという町はどこかにありますか。

川村議長 森井保健福祉部長。

森井保健福祉部長 奈良県内で敬老年金と同様の事業を実施している自治体はございません。また、

インターネットでの検索結果ではございますが、全国的にも同様の事業を実施している自治

体はございませんでした。

川村議長 藤井本議員。

藤井本議員 ちょっとここで、決算審査の講評の中で、監査委員がおっしゃったということなので、

もし答えていただけるんやったら財政の担当の方から、これってどうなんやろうと、どのよ

うにお考えなのか、答えれる範囲で結構でございますから、お答えをもらえるならば、お願

いしたいと思います。

川村議長 米田財務部長。

米田財務部長 財務部の米田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

ただいまの藤井本議員のご質問にお答えさせていただきます。この敬老年金、本事業につ

きましては、個別の施策となってございます。担当部の方から、市としての考え方のほうを

答弁していただきますので、私の方からは控えさせていただきたいと思います。

以上でございます。

川村議長 藤井本議員。

藤井本議員 財政の方からは控えさせていただきたい。さっき誰かの質問のときに、市長は財政と相

談して、これから考えていきたいという、何やったかどうだか、私、忘れましたけども、や

っぱり財政と相談しながら考えますわというのがあったから、財政も、ちょっとお答えいた

だきたかったということですけど、そういうお答えだと。違ったら駄目ですからね。これは

保健福祉部の方で、答えてくれと。保健福祉部、これを今後どないしたいねんということで、

また、部長と市長とは違うか分かれへんけど、部長はどないしたいねんということでお答え

ください。

川村議長 森井保健福祉部長。

森井保健福祉部長 敬老年金事業は、これまで、永年にわたり社会の進展に寄与してきた高齢者に対

し、敬老年金を贈り、敬老の意を表すとともに、高齢者を経済的に支援することを目的とし

て実施してまいりました。近年、対象者の人口増やコロナ禍などの理由により、口座振込も
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増えてはきておりますが、民生委員が手渡しすることにより、生活の様子を含めた高齢者の

把握や、地域のつながりを兼ねた事業としても活用しております。今後は、状況の変化を踏

まえ、事業を継続して実施していくために、敬老年金がどうあるべきかにつきまして、監査

委員が例示していただいていることを研究してまいりたいと考えております。

川村議長 藤井本議員。

藤井本議員 部長の方では、監査委員が言っているので、踏まえて、このことについてどうあるべき

かということを研究してまいりたいということでございます。ちょっとだけ、まだ５分ある

んで、まだ５分なのかもう５分なのか分からないけど、副市長にちょっとお尋ねしたいこと

がある。副市長に私がお尋ねしたいのは、監査委員のこういう意見を出すじゃないですか、

これはこうしたらどうやと。先ほど市長は、監査委員の指摘も、行政内部の話だと、こうい

う答えやったわけですよね。監査委員も一生懸命やられて出されている。先ほどから言って

いる、今回複数回出されているものを話しているんですけど、いわゆる監査委員からのこの

指摘、講評の中での指摘というのと、理事者、監査委員も、今後必要かつ適正な措置を講じ

ていただくよう要望しますということで出されているので、ちょっと難しいところはあるか

と思うんですけど、この関係について、知識深い副市長、ここをどのようにお考えなのか。

そうでないと、言えば、何ぼ出してもしまへんでというものでもないと思うけど、この辺を

きちっと、この際、お答えいただるんやったらいただきたいと思う。もう、ちょっとでいい

です。市長にも答えてもらいますから。

川村議長 溝尾副市長。

溝尾副市長 通告をいただいていればちゃんと調べていたので、ちょっと制度の正確性は分かりませ

んが、あくまで意見ということなんだと思ってます。ただその意見というのは、はいはいと

いうことではなくて、しっかり聞きながら、最後は行政としてどう判断していくのかという

のを判断していくものだろうと思っております。

川村議長 藤井本議員。

藤井本議員 そういうことで、これからも、一生懸命出されているわけですから、それをフィードバ

ックするというんか、これはやっぱり何らかの、この件は副市長が来られてから出ているわ

けですから、いい関係になるように、何らか、言うていただけたらと思います。

それでは、もう４回目の監査委員からの指示であるこの敬老年金、私、議員としては、こ

れをここにも書いてあるように、継続するためには、やっぱり見直しが必要やと。継続した

い。全国で１つやけどもしたいという気持ちも私も強いからお尋ねするんですけど、市長、

ご答弁お願いします。

川村議長 阿古市長。

阿古市長 多分同じ答弁になると思うんですけど、私は敬老年金の金額、トータルの金額ではないと

思っております。これが例えば２億円になっても３億円になっても、 城市としてそのお金

を捻出できるのであれば、別に問題は全くないと考えておりますので、金額が上がるからと

いう議論ではなくて、それが 城市の全体のサービスとしてどうなのかということやと考え

ております。ちなみに、これ、前回と答弁が違うといけませんので、令和４年３月11日の厚
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生文教常任委員会での私のフリートークの答弁でございましたけども、行政といたしまして

は、私の市政の一番のところは市民第一という大きなくくりで申し上げる場合がございます

けども、その中の１つにも、高齢福祉も当然のことながら入っております。ですので、世代

間のバランスでありますとか、財政でありますとか、総合的な判断が加わってまいります。

もし財政が許すのであれば、全世代の方々に最高のサービスを提供したいという思いは常に

あります。ただ、その限られた財源の中でどう配分するのかということにつきましては、常

にその時代時代のシチュエーションであり、背景なり、財政なり、全ての総合トータルの中

で、時代背景の中で変化していくべきものやと認識をしております。今もその考え方は全く

変わっておりません。監査委員の意見も、慎重に深く受け止めながら、議員皆様方の意見も

深く受け止め、行政を運営したいと考えております。

以上でございます。

川村議長 藤井本議員。

藤井本議員 それだけの強い意思があるのであれば、それはそれで市長、しっかりやってくれはった

らいいと思います。最後の１分になりましたけども、これは県が発行している、財政指標に

みるあなたのまちの財政状況、令和２年度版、今、令和３年度の決算をやってますから、一

番直近で令和２年度ですけども、いろんな比率がございます。これをいろんな比率の中で、

一番最初に出てくるのは市町村の経常収支比率というのが、もう、こういう比率とか出ると

きにいつも出てきます。 城市、今、令和２年度で、どういう状況になっているか。もう率

を言っても、経常収支率97.9％、順位が、全国の市町村1,741中、1,741のうちの1,625位。

これを知った上で財政が許すのであれば、私は、この1,741中1,625位、ここはやっぱり考え

直すべきだと思いますよ。せめて、香芝市や生駒市のように、半分ぐらいのところら辺まで

俺は持っていくねんというぐらいの意気込みを持って、かじ取りをやっていただきたいとい

うことをお願いして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。

川村議長 藤井本浩議員の発言を終結いたします。

これで一般質問を終わります。

以上で本日の日程は全て終了いたしました。

次の本会議は９月22日午前10時から再開いたしますので、午前９時30分にご参集願います。

なお、明日８日から16日までの間、各常任委員会、予算特別委員会、決算特別委員会がそ

れぞれ開催されますので、よろしくお願いをいたします。

本日はこれにて散会いたします。

散 会 午後４時４７分


